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1. この目論見書により行う netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド A コース

(為替ヘッジあり)および netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド B コース(為

替ヘッジなし)(以下両ファンドを総称して｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集について

は、委託会社は、証券取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 16 年 2 月 27

日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 2 月 28 日にその届出の効力が生じており

ます。 

2. 本ファンドは株式など値動きのある証券 (外国証券には為替リスクもあります。)に投資し、基

準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 
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１．１．１．１．１．１．１．１． ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要

１－１．１－１．１－１．１－１． 商品概要商品概要商品概要商品概要

（注） 本ファンドおよびマザーファンドを総称して以下「netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド」または「netWIN」といいます。

上記は2004年2月27日現在、委託会社が認識し得る2004年12月までのニューヨークの休業日です。
（休業日は変更されることがありますので、必ず事前に取扱販売会社までお問合わせください。）

2004年 4月 9日 復活祭（聖金曜日）
5月 31日 戦没者記念日
7月 5日 独立記念日
9月 6日 労働者の日

10月 11日 コロンブス記念日
11月 11日 復員軍人の日
11月 25日 感謝祭
12月 24日 クリスマス

ニューヨークの休業日ニューヨークの休業日ニューヨークの休業日ニューヨークの休業日

取扱販売会社によってはAコースとBコースの間でスイッチング（無手数料での乗換え）が可能
です。
詳しくは「8－1. 手数料、信託報酬および諸費用 1. 申込手数料」をご参照ください。

純資産総額に対して年率0.05%を上限として定率で差引かれます。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

UFJ信託銀行株式会社

各コースにつき、5,000億円を上限とします。

原則として無期限です。

1999年11月29日

純資産総額に対して年率1.995%（税込）

2004年3月1日から2005年2月25日まで
（注） 募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

毎年5月30日および11月30日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

原則として年2回の決算時に収益の分配を行います。委託会社が経費控除後の配当等収
益および売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘
案して分配金額を決定します。
自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で再
投資されます。

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり）
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし）

（以下両ファンドを総称して「本ファンド」といい、必要に応じて、netWIN ゴールドマン・サック
ス・インターネット戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり）を「Aコース」といい、netWIN ゴールドマ
ン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし）を「Bコース」といいます。）

追加型株式投資信託/国際株式型（北米型）/自動けいぞく投資可能

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

本ファンドはnetWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド（以下「マ
ザーファンド」といいます。）受益証券を主な投資対象とします。マザーファンドは、「インター
ネット・トールキーパー」企業の株式を主要な投資対象とします。

フ ァ ン ド 名

商 品 分 類

フ ァ ン ド の ね ら い

主 な 投 資 対 象

信 託 設 定 日

募 集 期 間

募 集 総 額

信 託 期 間

委 託 会 社

受 託 銀 行

ス イ ッ チ ン グ

決 算 日

収 益 分 配

信 託 報 酬

信 託 事 務 の 諸 費 用
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１．１．１．１．１．１．１．１． ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要ファンド概要

１－２．１－２．１－２．１－２． お買付けとご換金お買付けとご換金お買付けとご換金お買付けとご換金

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

（注）
•「一般コース」は、収益分配金をそのつど受け取るコースです。
•「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金が税金を差引かれた後、自動的に再投資されるコースです。お買付けに際して本ファンドにかかる
「自動けいぞく投資契約」（取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。）を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
•取扱販売会社によっては、 低申込単位が異なる場合や、いずれかのコースのみのお取扱いとなる場合があります。
•取扱販売会社によっては、自動けいぞく投資コースを申込まれた場合でも、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを
申出ることができます。

お申込みの詳細については、取扱販売会社にお問合わせのうえ、ご確認ください。
取扱販売会社については「６－１．取扱販売会社」をご参照ください。

（注）

ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日（以下「ニューヨークの休業日」と
いいます。）である場合を除く毎営業日にお買付け・ご換金のお申込みができます。

毎営業日の原則として午後3時（国内の証券取引所の半休日は午前11時）*までにお申込
みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる各取扱販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日のお申込み分とします。

*取扱販売会社によっては受付時間が異なる場合がございます。

3.15%（税込）を上限として、各取扱販売会社が別途定める料率

お買付価額はお申込日の翌営業日の基準価額になります。ご換金価額はお申込日の翌
営業日の基準価額より信託財産留保額を控除した金額となります。

a. 一般コース
b. 自動けいぞく投資コース

： １万口以上１万口単位
： １万円以上１円単位

a.またはb.のいずれかをお選びください。ただし、取扱販売会社によってはどちらか一方のみの
お取扱いとなります。なお、一度お選びいただいたコースは途中で変更できません。

換金申込日から起算して、原則として5営業日目からお申込みの取扱販売会社を通じてお
支払いいたします。

1万口単位（自動けいぞく投資コースの場合は1口単位）

基準価額に対して0.30%

収益分配時の普通分配金ならびに解約による換金時および償還時の個別元本超過額に対し
て個人の受益者については10%、法人の受益者については7%の税率により源泉徴収されます。
詳しくは後記「8-2.課税上の取扱い」をご参照ください。

お 買 付 け ・ ご 換 金 の
お 申 込 受 付

受 付 締 切 時 間

お 買 付 価 額 ・
ご 換 金 価 額

お 申 込 手 数 料

お 買 付 単 位

ご 換 金 単 位

信 託 財 産 留 保 額

ご換 金代 金の お 支払 い

課 税 関 係
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

１．１．１．１．netWINnetWINnetWINnetWINは、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパーは、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパーは、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパーは、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー＊１＊１＊１＊１」企業」企業」企業」企業****２２２２の株式に投資することにより、信の株式に投資することにより、信の株式に投資することにより、信の株式に投資することにより、信
託財産の長期的な成長を目指します。託財産の長期的な成長を目指します。託財産の長期的な成長を目指します。託財産の長期的な成長を目指します。

２．「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のも２．「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のも２．「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のも２．「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のも
と、と、と、と、20202020年を超える実績を有するゴールドマン・サックスの成長株式運用チーム（米国）年を超える実績を有するゴールドマン・サックスの成長株式運用チーム（米国）年を超える実績を有するゴールドマン・サックスの成長株式運用チーム（米国）年を超える実績を有するゴールドマン・サックスの成長株式運用チーム（米国）*3*3*3*3が本ファンドの運用を担が本ファンドの運用を担が本ファンドの運用を担が本ファンドの運用を担
当します。当します。当します。当します。

３．個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。３．個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。３．個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。３．個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。

４．４．４．４．AAAAコースは対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。コースは対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。コースは対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。コースは対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。BBBBコースでは、原則としコースでは、原則としコースでは、原則としコースでは、原則とし

て対円での為替ヘッジを行いません。て対円での為替ヘッジを行いません。て対円での為替ヘッジを行いません。て対円での為替ヘッジを行いません。

（注１）為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。ヘッジ・コストとは、為替ヘッジに伴うコストまたはプレミアムのことで、海外の短期金利と日本の短期金利の

差とほぼ同じとなります。

（注２）市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色ファンドの特色

*１ 「インターネット・トールキーパー｣は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。
*２ 本書において「インターネット・トールキーパー」企業とは、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連セクターにおいて、インターネット

企業やインターネット・ユーザーに対しアクセス、インフラ、コンテンツ、サービスを提供し、かつ、インターネット業界の成長により収益が上げられるとファンド・
マネージャーが判断した企業を指します。

*3 詳しくは後記「３－１．ゴールドマン・サックスの運用体制」をご参照ください。
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　本ファンドは、主としてnetWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンドの受益証券に投資し
ます。

　本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめて各ベ
ビーファンド(AコースおよびBコース)とし、それぞれその資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運

用を行う仕組みです。ただし、各ベビーファンド(AコースおよびBコース)から有価証券等に直接投資することもあります。

　投資家は、対円で為替ヘッジを行うAコース、対円で為替ヘッジを行わないBコースが選択でき、また、Aコースおよび

Bコースの間でスイッチング(無手数料での乗換え )が可能です(ただし、本ファンドのお申込みをいただく取扱販売会社
により異なります。)。

　Aコースは原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします(したがって、為替ヘッジに伴う
ヘッジ・コストがかかります。)。Bコースは対円で為替ヘッジを行いません。したがって為替変動の影響を大きく受けるこ
とが想定されます。

*１ 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*２ 取扱販売会社によってはスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

(注)  2004年2月27日現在、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)および同Bコース(為替ヘッジなし)
以外でマザーファンドに投資するファンドはありません。ただし、今後マザーファンドに投資する他のファンドが設定される場合があります。

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

AAAAコースコースコースコース
（為替ヘッジあり）

BBBBコースコースコースコース
（為替ヘッジなし）

《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》

netWINnetWINnetWINnetWIN
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･
ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

主な投資主な投資主な投資主な投資
対象対象対象対象

《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》買付・解約
お申込み

投資

損益＊１

投資

損益＊１

スイッチング
お申込み＊２

収益分配金
償還金
解約代金

損益＊１
投資

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

ご
投
資
家
（
受
益
者
）

AAAAコースコースコースコース
（為替ヘッジあり）

BBBBコースコースコースコース
（為替ヘッジなし）

《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》《ベビーファンド》

netWINnetWINnetWINnetWIN
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･戦略ﾌｧﾝﾄﾞ･
ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ

主な投資主な投資主な投資主な投資
対象対象対象対象

《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》《マザーファンド》買付・解約
お申込み

投資

損益＊１

投資

損益＊１

スイッチング
お申込み＊２

収益分配金
償還金
解約代金

損益＊１
投資

２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント



5

２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象とします。｢インターネット・トールキーパー｣企業とは、

メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連セクターにおいて、インターネット企業やインターネット・

ユーザーに対しアクセス、インフラ、コンテンツ、サービスを提供し、かつ、インターネット業界の成長により収益が上げら

れるとファンド・マネージャーが判断した企業とします。 (下図参照)

また、｢インターネット・トールキーパー｣企業のほか、コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待できるインターネット

のビジネス戦略を迅速に実践している企業や、ファンド・マネージャーが｢継続できるビジネス・モデルを持っている｣と判

断したインターネット企業の株式にも投資することにより、基本方針の実現を目指します。(下図参照)

ファンドのコンセプトファンドのコンセプトファンドのコンセプトファンドのコンセプト

マザーファンドは、市場にて取引されている米国株式に主として投資しますが、信託財産の約25％を上限として米国
以外の株式(エマージング諸国のマーケットの株式や米ドル建て以外の通貨建ての株式を含みます。)に投資すること
があります。

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

インターネット・トールキーパー企業インターネット・トールキーパー企業インターネット・トールキーパー企業インターネット・トールキーパー企業

セクターセクターセクターセクター 提供商品／ｻｰﾋﾞｽ提供商品／ｻｰﾋﾞｽ提供商品／ｻｰﾋﾞｽ提供商品／ｻｰﾋﾞｽ

メディアメディアメディアメディア

テレコミュニケーションテレコミュニケーションテレコミュニケーションテレコミュニケーション

テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

インターネット関連インターネット関連インターネット関連インターネット関連

サービスサービスサービスサービス

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ

インフラインフラインフラインフラ

アクセスアクセスアクセスアクセス

インターネットインターネットインターネットインターネット

企業企業企業企業

インターネットにかかわる優れたビジネス・モデルを持つ企業インターネットにかかわる優れたビジネス・モデルを持つ企業インターネットにかかわる優れたビジネス・モデルを持つ企業インターネットにかかわる優れたビジネス・モデルを持つ企業

• コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業

• ファンド・マネージャーが「継続できるビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業ファンド・マネージャーが「継続できるビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業ファンド・マネージャーが「継続できるビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業ファンド・マネージャーが「継続できるビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業

＋＋＋＋
インターネットインターネットインターネットインターネット

ユーザーユーザーユーザーユーザー
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

ファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイントファンドの銘柄選択のポイント

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドにおける投資のキーワードは、｢インターネット・トールキーパー｣

企業です。

すなわち、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドは、インターネットを支えるアクセス、インフラ、コンテ

ンツ、サービスを提供する企業である｢インターネット・トールキーパー｣企業を中心に投資します。

トールキーパーとは？

｢トールキーパー｣とは、英語で高速道路などの｢料金所｣(｢料金徴収人｣)のことをいいます。高速道路の｢料

金所｣は、交通量の増加や通行料の引き上げによって、収入が増加します。netWINでは、高速道路などの

｢料金所｣のように、｢交通量｣(＝売上げ)の増加や｢通行料｣(＝価格)の値上げに伴い収益を上げることので

きる企業を｢トールキーパー｣企業と呼びます。こうした｢トールキーパー｣企業の多くは、圧倒的な市場シェアや

強力なブランドネーム等を有することにより、価格競争力と継続的な収益の源泉を有し、ビジネスを安定的

かつ継続的に拡大することが可能な戦略的優位性を持っていると考えられます。インターネット・ビジネスの場

合の｢交通量｣とは、｢ネット交通量｣のことを指しております。今後インターネットの利用者が増加し、ネット交

通量やネット上の取引量が増えることによって、収益を伸ばすと見込まれる企業、換言すればインターネットの

世界において｢トールキーパー｣の性格を有するとファンド・マネージャーが考える企業のことを、netWINでは｢イ

ンターネット・トールキーパー｣企業と呼びます。単にインターネット上にサイトを持っている企業やインターネット

を通じて商品の販売を行う企業のことは、必ずしも｢インターネット・トールキーパー｣企業とは呼びません。

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

「トールキーパー」「トールキーパー」「トールキーパー」「トールキーパー」

Tollkeeper Tollkeeper Tollkeeper Tollkeeper （英語）（英語）（英語）（英語）

＝＝＝＝

料金所料金所料金所料金所
料金徴収人料金徴収人料金徴収人料金徴収人

交通量の増加や交通量の増加や交通量の増加や交通量の増加や
通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって

収入が増える収入が増える収入が増える収入が増える

「トールキーパー」「トールキーパー」「トールキーパー」「トールキーパー」

Tollkeeper Tollkeeper Tollkeeper Tollkeeper （英語）（英語）（英語）（英語）

＝＝＝＝

料金所料金所料金所料金所
料金徴収人料金徴収人料金徴収人料金徴収人

交通量の増加や交通量の増加や交通量の増加や交通量の増加や
通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって通行料の引き上げによって

収入が増える収入が増える収入が増える収入が増える
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

具体的な｢インターネット・トールキーパー｣企業としては、インターネット企業やインターネット・ユーザーに対して、アクセ
ス、インフラ、コンテンツ、サービスを提供する、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連企業な
どがあります。

なお、netWINは、主に米国を中心とした｢インターネット・トールキーパー｣企業に加えて、インターネット戦略へすばやく
対応することにより、コスト構造や競争優位性の改善が期待される企業へも投資を行います。また、インターネット企
業の中でも、ファンド・マネージャーが、｢継続できるビジネス・モデルを持っている｣と判断した企業に投資することもあり
ます。

� 利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない

他社事業との差別化が困難となっている企業が

多い

↓↓↓↓

� 取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが

あるあるあるある

長期的な収益力に不確実性がある

↓↓↓↓

� 新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を

見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる

いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業 「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業

netWINnetWINnetWINnetWINは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまる
いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。

� 強固な事業基盤強固な事業基盤強固な事業基盤強固な事業基盤

�強いブランド力、特許を有する

�独占的なシェアを有する、規模の優位性を
発揮できる

�価格競争力を保持している

�継続的に収入が見込める

�フリー・キャッシュ・フロー、資本収益率が
望ましい水準である

� 優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し

�持続可能な成長が見込まれる

�製品のライフ・サイクルが長い

�持続的な競争優位性

�人口構成の変化に即した事業である

� 優れた経営優れた経営優れた経営優れた経営

�合理的な資本配分が行われている

�安定的な業歴を有する

�従業員と株主の利害を一致させている

高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての
高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ

相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ

� 利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない利益を上げられるビジネス・モデルができていない

他社事業との差別化が困難となっている企業が

多い

↓↓↓↓

� 取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが取引量拡大ばかりに注力し、価格競争に陥ることが

あるあるあるある

長期的な収益力に不確実性がある

↓↓↓↓

� 新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を新興のドット・コム企業の中で持続性のある成長を

見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる見込めるものは数少ないと考えられる

いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業いわゆるインターネット企業 「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業「インターネット・トールキーパー」企業

netWINnetWINnetWINnetWINは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまるは、脆弱なビジネスモデルにとどまる
いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。いわゆるインターネット企業（ドット・コム企業等）を投資対象とはしない方針です。

� 強固な事業基盤強固な事業基盤強固な事業基盤強固な事業基盤

�強いブランド力、特許を有する

�独占的なシェアを有する、規模の優位性を
発揮できる

�価格競争力を保持している

�継続的に収入が見込める

�フリー・キャッシュ・フロー、資本収益率が
望ましい水準である

� 優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し優れた長期的な事業見通し

�持続可能な成長が見込まれる

�製品のライフ・サイクルが長い

�持続的な競争優位性

�人口構成の変化に即した事業である

� 優れた経営優れた経営優れた経営優れた経営

�合理的な資本配分が行われている

�安定的な業歴を有する

�従業員と株主の利害を一致させている

高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての高いリスク、高い不確実性の対価としての
高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ高いリターンを追求する投資アプローチ

相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ相対的に安定性を目指す投資アプローチ

上記は、いわゆるインターネット企業および「インターネット・トールキーパー」企業についての一般的な特徴をまとめた概念図であり、必ずしも個
別の企業にあてはまるものではありません。
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－１．２－１．２－１．２－１． ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴ファンドの特徴

ゴールドマン・サックスはこう考えます。

１． トールキーパー(Tollkeeper)という概念をご存知でしょうか。
英語で高速道路などの｢料金所/料金徴収人｣のことです。トールキーパーは、そこを通るクルマが増えるほど、た
くさんの料金を徴収できます。では、高速道路をインターネットにおきかえるとどうなるでしょう？インターネットの交
通量が増えるほど、たくさんの料金を徴収できる｢インターネットのトールキーパー｣。…それは、インターネットへの
アクセスを提供する企業や、インターネットのインフラを構築していく企業に他なりません。
ゴールドマン・サックスは、それらの企業を、｢インターネット・トールキーパー｣企業と位置づけ、｢インターネット・トー
ルキーパー｣企業への投資を中心とする投資戦略に基づいて、長期的な資産運用をめざすファンド－netWIN
ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド－を、ここに提案します。

２． インターネット利用が拡大すると、収益の伸びが見込まれる企業を中心に、投資するファンド。
インターネットの登場によって、国境を越えてリアルタイムにコミュニケーションを取ることが容易となりました。そして
現在も、インターネットは世界経済に大きな影響を与え続けています。仕事から日常生活まで、人類のコミュニ
ケーションに大革命を起こしたインターネット。インターネットによる世界経済への影響は拡大していくと考えていま
す。

３． インターネット・ビジネスへの投資
インターネット・ビジネスへの投資は、投資家の皆さまに資産形成の大きな機会を提供します。その反面、大きな
潜在的なリスクを伴います。e-コマース(電子商取引)に取り組む新興のインターネット企業のうちいくつかは、高い
リスクと不確実性の対価として投資家に高いリターンをもたらす可能性があります。しかし、それら新興の｢ドット・
コム｣企業とも呼ばれるインターネット企業の中で持続性のある成長を見込まれるものは数少なく、長期的なビジ
ネスの成長や収益力を確立できなかったり、なかには生き残ることさえ難しいのではないか、と懸念される企業も
あると思われます。
それはなぜでしょうか。
e-コマース(電子商取引)に取り組むインターネット企業の多くは、単にインターネット上での取引量の拡大や他の
インターネット企業とのシェア争いに関心を集中させているのではないかと思われるからです。
こうした企業のほとんどは、まだ強力なフランチャイズを確立できず、事業の差別化が困難で、市場支配力やブラ
ンド力ではなく、ただ価格だけが勝負の競争に巻き込まれてしまっているように見えます。

４． インターネットは現在も成長を続けています。
このインターネットの成長がもたらす機会を捉えつつ、これまでのインターネット・ビジネスへの投資とは異なる視点
に基づいた、長期的かつ確固とした投資戦略を追求するのが、netWINです。

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド
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２．２．２．２．２．２．２．２． ファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイントファンドのポイント

２－２．２－２．２－２．２－２．運用の特徴運用の特徴運用の特徴運用の特徴

運用戦略運用戦略運用戦略運用戦略

単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します
「株式の売買」というよりも、「成長ポテンシャルを持つ事業への投資」に近い戦略です。

質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します
戦略的に、長期に一貫した成長力を示す体制の取れた企業に投資します。

事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します
本源的な事業価値がまだ株価に十分に織り込まれていないと判断した企業に投資します。

運用戦略運用戦略運用戦略運用戦略

単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します単なる株式売買ではなく会社・事業を実際に買うかの如く投資します
「株式の売買」というよりも、「成長ポテンシャルを持つ事業への投資」に近い戦略です。

質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します質の高い成長企業・事業に投資します
戦略的に、長期に一貫した成長力を示す体制の取れた企業に投資します。

事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します事業のもつ本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します
本源的な事業価値がまだ株価に十分に織り込まれていないと判断した企業に投資します。

運用哲学運用哲学運用哲学運用哲学

「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」

運用哲学運用哲学運用哲学運用哲学

「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」

運用プロセス運用プロセス運用プロセス運用プロセス

ステップステップステップステップ １１１１ 投資アイデアの創出投資アイデアの創出投資アイデアの創出投資アイデアの創出 一般的に入手される情報に頼らず、独自のアイデアを用いた情報収集を行い
投資アイデアを生み出します。

ステップステップステップステップ ２２２２ 銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング ①市場規模、②セクター、③個別企業の事業内容、
④株価バリュエーションの順に投資ユニバースを限定していきます。

ステップステップステップステップ ３３３３ 綿密なリサーチ綿密なリサーチ綿密なリサーチ綿密なリサーチ 企業訪問、企業を取り巻く環境の分析等を通じて、
組入れ銘柄の長期的成長性を詳しくチェックします。

ステップステップステップステップ ４４４４ 運用委員会での議論運用委員会での議論運用委員会での議論運用委員会での議論 運用チームのプロフェッショナルが全員参加する運用委員会で、
徹底した議論を行い、投資基準を満たす銘柄であるかを確認します。

ステップステップステップステップ ５５５５ 継続討議継続討議継続討議継続討議 調査、分析、討議は継続的に行われます。
運用委員会が実際に投資を決定するまで数か月間掛かることもあります。

ステップステップステップステップ ６６６６ 投資への実行投資への実行投資への実行投資への実行 運用委員会で 終的な投資の決定がなされます。

運用プロセス運用プロセス運用プロセス運用プロセス

ステップステップステップステップ １１１１ 投資アイデアの創出投資アイデアの創出投資アイデアの創出投資アイデアの創出 一般的に入手される情報に頼らず、独自のアイデアを用いた情報収集を行い
投資アイデアを生み出します。

ステップステップステップステップ ２２２２ 銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング銘柄スクリーニング ①市場規模、②セクター、③個別企業の事業内容、
④株価バリュエーションの順に投資ユニバースを限定していきます。

ステップステップステップステップ ３３３３ 綿密なリサーチ綿密なリサーチ綿密なリサーチ綿密なリサーチ 企業訪問、企業を取り巻く環境の分析等を通じて、
組入れ銘柄の長期的成長性を詳しくチェックします。

ステップステップステップステップ ４４４４ 運用委員会での議論運用委員会での議論運用委員会での議論運用委員会での議論 運用チームのプロフェッショナルが全員参加する運用委員会で、
徹底した議論を行い、投資基準を満たす銘柄であるかを確認します。

ステップステップステップステップ ５５５５ 継続討議継続討議継続討議継続討議 調査、分析、討議は継続的に行われます。
運用委員会が実際に投資を決定するまで数か月間掛かることもあります。

ステップステップステップステップ ６６６６ 投資への実行投資への実行投資への実行投資への実行 運用委員会で 終的な投資の決定がなされます。

(注)  本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
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３．３．３．３．３．３．３．３． 運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略マザーファンドの運用は、米国に拠点を置くゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント・エル・ピー（GSAM ニューヨーク）に属する米国成長株式運用チームが主に担当します。米国成長

株式運用チームは、自らのチームに加えて、東京に拠点を置く委託会社、および委託会社のグループ会社である英

国ロンドンに拠点を置くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAM ロンドン)、シンガポール

に拠点を置くゴールドマン・サックス（シンガポール） ピー・ティー・イー（GSAM シンガポール）のファンド・マネージャーととも

にグローバルでセクター毎の運用チームを構成しており、定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。

ファンドの運用に関する社内規定として、ファンド・マネージャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買

執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益

相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては 良執行に努めています。（運用の全部ま

たは一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。）

３－１．３－１．３－１．３－１． ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制ゴールドマン・サックスの運用体制

３－２．３－２．３－２．３－２．運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等運用体制に関する社内規則等

2003年9月末現在

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

日本株運用チーム

（東京）

アジア・オセアニア
（日本を除く）株運用チーム

（シンガポール）

情報の交換

欧州株運用チーム

（ロンドン）

米国成長株式運用チーム
（ニューヨーク、タンパ）

本ファンドの運用を担当

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

（GSAMニューヨーク）
本ファンドの外部委託先

米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム

20202020年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績

約約約約250250250250億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用

20202020名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト

株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル

日本株運用チーム

（東京）

アジア・オセアニア
（日本を除く）株運用チーム

（シンガポール）

情報の交換

欧州株運用チーム

（ロンドン）

米国成長株式運用チーム
（ニューヨーク、タンパ）

本ファンドの運用を担当

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

（GSAMニューヨーク）
本ファンドの外部委託先

日本株運用チーム

（東京）

アジア・オセアニア
（日本を除く）株運用チーム

（シンガポール）

情報の交換

欧州株運用チーム

（ロンドン）

米国成長株式運用チーム
（ニューヨーク、タンパ）

本ファンドの運用を担当

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

（GSAMニューヨーク）
本ファンドの外部委託先

米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム

20202020年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績

約約約約250250250250億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用

20202020名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト

株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル

米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム米国成長株戦略担当チーム

20202020年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績年を超える運用実績

約約約約250250250250億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用億ドルの米国株式を運用

20202020名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト名を超えるファンド・マネージャーとアナリスト

株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル株価水準に注目したグロース・スタイル
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３．３．３．３．３．３．３．３． 運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制運用体制

本ファンドにおいては、主に、ニューヨーク、ロンドン、東京を拠点とする委託会社グループ内に設置されたリスク管理・

パフォーマンス・グループにより、多角的に運用のリスク管理が行われています。リスク管理・パフォーマンス・グループは、

運用部門とは独立した組織として、第三者的な視点からポートフォリオのリスクをモニターします。リスク管理・パフォー

マンス・グループは、委託会社グループにおいてリスク管理についての 終的な責任を負うリスク管理委員会の監督の

下、具体的には、ポートフォリオが十分に分散されているか否か等につきモニターします。

また、委託会社および運用の拠点のコンプライアンス部門により、法令および信託約款等の遵守状況につきモニタリン

グが行われています。

３－３．３－３．３－３．３－３． リスク管理体制リスク管理体制リスク管理体制リスク管理体制

上記は今後変更されることがあります。

2003年12月末現在
リスク管理委員会リスク管理委員会リスク管理委員会リスク管理委員会

リスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループリスク管理・パフォーマンス・グループ

リスク・モデリングリスク・モデリングリスク・モデリングリスク・モデリング

＆リサーチ＆リサーチ＆リサーチ＆リサーチ

（リスク分析を担当）

リスク・モニタリングリスク・モニタリングリスク・モニタリングリスク・モニタリング

（ポートフォリオの

リスク水準を測定）

リスク・テクノロジーリスク・テクノロジーリスク・テクノロジーリスク・テクノロジー

（リスク・マネジメント

技術の向上）

ポートフォリオ・ポートフォリオ・ポートフォリオ・ポートフォリオ・
パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

（パフォーマンス計測・
分析・評価）
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４．４．４．４．４．４．４．４． 分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針分配方針

年2回決算を行い、毎計算期末(毎年5月30日および11月30日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に

原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

１．長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。

２．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内としま

す。

３．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市場動向等

によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が元本を下回る場合においても分配を行う場合があり

ます。

４．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用

を行います。

（注1） なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後自動的に無手数料で全額再投資されます。ただし、自動

けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。

（注2） 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金の受取りをご希望の方は、取扱販売会社によっては再投資を中止することを申し出るこ

とができます。詳しくは、取扱販売会社へお問合わせください。

４．４．４．４．分配方針分配方針分配方針分配方針

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

netWINの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により投資元本が減

少する可能性があります。したがって、元金は保証されていません。主なリスクとして以下のものがあげられます。

１． 株式への投資に伴うリスク(価格変動リスク･信用リスク)・集中投資リスク

netWINは、｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象としますので、netWINへの投資には、

株式投資にかかる価格変動リスク等の様々なリスクが伴うことになります。

　 netWINの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されてい

るものではありません。特に｢インターネット・トールキーパー｣企業等の株式の下降局面ではnetWINの基準価額

は大きく下落する可能性が大きいと考えられます。また、netWINは、一定の業種に対してより大きな比重をおい

て投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティーが高くより大きなリスクがあると考え

られます。

　 一般には株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、netWIN

に組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。株式市場には株価の上

昇と下降の波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点において株価が上昇傾向であっても、その傾

向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が

回収できなくなることもあります。

２． 為替リスク

netWINは、外貨建ての株式を主要な投資対象としますので、netWINへの投資には為替変動リスクが伴います。

とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないBコースでは為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産

価値を大きく減少させる可能性があります。Aコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りま

すが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴う

ヘッジ・コストが想定以上に発生することがあります。(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジに伴うコストまたはプレミアムの

ことで、海外の短期金利と日本の短期金利の差とほぼ同じとなります。)

為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各

国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、

各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

３． 為替取引等の相対取引の相手先に関するリスク

　 netWINでは為替取引等の相対取引を行いますが、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。

４． 解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク

　 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢

より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク５－１．元本変動リスク

５． 市場の閉鎖等に伴うリスク

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済

事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりnetWINの運用が影響

を被り、基準価額の下落につながることがあります。

６． 先物取引に伴うリスク

netWINは、運用において先物取引等を利用することがあります。先物取引等においては、ブローカーの破産等

が生じた場合に、取引の中断、債務不履行、一括清算、証拠金の返還の遅延もしくは不能等が起きる可能

性があり、これによりnetWINが悪影響を被ることがあります。

７． コール･ローンの相手先に関するリスク

netWINは余資運用を原則としてコール・ローンで行いますが、これには相手先の信用リスクが伴います。

８． カントリー・リスク

　 一般に、株式への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等様々な要因による影響を受けま

すが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。その結果、特定の国

の株式への投資により予想に反して損失を被り、netWINの資産価値に大きな影響を与える可能性もあります。

９． デリバティブ取引のリスク

　 netWINは株式関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされ

るべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々

なリスクが伴います。これらの運用手法は、ヘッジ目的のみならず、投資収益を上げる目的でも用いられることが

ありますが、実際の価格変動がGSAMニューヨークの見通しと異なった場合にnetWINが損失を被るリスクを伴い

ます。

１０．流動性リスク

　 netWINは、エマージング諸国の株式等の流動性の低い株式に投資する場合があります。そのような株式につい

ては、流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

５－２．５－２．５－２．５－２． その他の留意点その他の留意点その他の留意点その他の留意点

１． netWINの資産規模に関わる留意点

netWINの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、

適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

２． 受託銀行の信用力に関わる留意点
受託銀行の格付が低下した場合や、その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の

提供するクレジット・ラインが削減される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。

さらに、そのような場合には、為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項に従い、既に締結されて
いる当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収

益性が劣る可能性があります。

３． 本ファンドの繰上償還に関わる留意点

本ファンドは、AB各コースについて受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等に当該コースが必要
な手続を経て繰上償還されることがあります。また、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると

認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、必要な手続きを経て、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。その場合、申込手数料は返還されません。

４． ファミリーファンド方式に関わる留意点

本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーファンドを投
資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴なう資金変動等があり、その結果、マザーファンドにお

いて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ可能性があります。

５． 法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点

法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。

６． 受託銀行の辞任・解任に伴う委託会社の免責に関わる留意点

受託銀行は、委託会社の承諾を受けて本ファンドの受託者の任務を辞任することができます。また、委託会社
は信託約款に定める場合には受託銀行を解任することができます。

受託銀行が受託者としての任務を辞任しまたは解任されたもしくは解任されうる場合において、委託会社が信
託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任することが不可能または困難であ

るときは、委託会社は解任権を行使する義務も新受託者を選任する義務も負いません。委託会社は、受託

銀行の解任または新受託者の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果
受託者としての任務を解任されなかった受託銀行または選任された新受託者が倒産等により信託約款に定め

る受託者の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、

これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
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５．５．５．５．５．５．５．５． リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点リスクおよび留意点

７． スイッチングに関わる留意点

　 スイッチングの際には、申込手数料は不要ですが、信託財産留保（相当）額が差引かれます。また、解約請求

制によるスイッチングの場合には、スイッチングにより解約される本ファンドの基準価額から信託財産留保額を差
引いた解約価額の個別元本超過額に対して個人の受益者については10%（所得税7%および地方税3%）*1、法

人の受益者については7%（所得税7%）*2の税率により源泉徴収されます。なお、スイッチングのお取扱いを行わな
い取扱販売会社があります。かかる取扱販売会社がAコースおよびBコースの両コースのお取扱いを行う場合、

かかる取扱販売会社での両コース間の乗換えには申込手数料がかかります。取扱販売会社によっては、Aコー

スまたはBコースのいずれかのみのお取扱いとなる場合があります。
*1 2008年4月1日以降は、20%（所得税15%および地方税5%）となる予定です。

*2 2008年4月1日以降は、15%（所得税15%）となる予定です。

詳しくは、後記「８－２．課税上の取扱い」をご参照ください。

８． その他の留意点

　 委託会社の指定する証券会社または登録金融機関（以下、「指定証券会社/登録金融機関」といいます。）

より委託会社に対してお申込金額の払込みが現実になされるまでは、本ファンドも委託会社もいかなる責任も
負いません。

　 収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて指定証券会社/登録金融機関を通じて行われます。
委託会社は、それぞれの場合においてその金額を指定証券会社/登録金融機関に対して支払った後は、受益

者への支払いについての責任を負いません。

　 指定証券会社/登録金融機関が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いを怠ったことに
より委託会社が損害を被った場合には、委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。

　 各指定証券会社/登録金融機関はその取次会社を通じて受益証券の販売を行うことがあります。さらに取次

会社は、各指定証券会社/登録金融機関に代わり購入申込者への目論見書の交付、受益者への運用報
告書の交付代行、その他本ファンドに関する業務を行うことがあります。

　 委託会社は、各指定証券会社/登録金融機関およびその取次会社とは別法人であり、委託会社は設定・運
用について、各指定証券会社/登録金融機関およびその取次会社は販売(お申込代金の預り等を含みます。)

について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

５－２．５－２．５－２．５－２． その他の留意点その他の留意点その他の留意点その他の留意点

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド
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６．６．６．６．６．６．６．６． ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供ファンドの情報提供

６－１．６－１．６－１．６－１．取扱販売会社取扱販売会社取扱販売会社取扱販売会社

本ファンドの取扱販売会社および取扱販売会社ごとの販売条件等（償還乗換優遇制度、換金乗換優遇制度を

含みます。）につきましては、下記の照会先で入手可能です。

６－２．６－２．６－２．６－２．基準価額基準価額基準価額基準価額

本ファンドの基準価額（１万口当たりで表示されます。）は毎営業日算出されます。 新の基準価額は取扱販売会

社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基

準価額が掲載されます（略称：「ネットA」および「ネットB」）。

６－３．６－３．６－３．６－３．運用報告書運用報告書運用報告書運用報告書

原則として、年2回の計算期末（5月30日および11月30日）および信託終了時に、期中の運用経過のほか、信託財

産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成し、取扱販売会社を通じてお渡しいたします。本ファ

ンドの信託財産の決算の内容は原則として公告されません。

６－４．６－４．６－４．６－４． その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料その他ディスクロージャー資料

委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次もしくは週次で運用経過について記載したレポートが作

成されています。 新のレポートは、取扱販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。

（照会先） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 ： 03 (6437) 6000

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ ： http://www.gs.com/japan/gsam
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７－１． お買付け 

 

1.申込(払込)取扱場所 

申込（払込）取扱場所については、前記「６．ファンドの情報提供」記載の照会先までお問合わせく

ださい。原則として、申込取扱場所において払込を取扱います。 

 

2.お申込みの方法 

お買付けのお申込みは、ニューヨークの休業日である場合を除く毎営業日*1 の原則として午後 3 時

(国内の証券取引所の半休日の場合は午前 11 時)*2 までに、お買付けのお申込みが行われかつ当

該お申込みの受付けに係る各取扱販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み

分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。お買付代金

は、取得申込日の翌営業日の基準価額を使って計算されます。 

＊1 収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、ニューヨークの休業日においてもこれを受付けるものとします。 

＊2 取扱販売会社によっては受付時間が異なる場合がございます。  

収益分配金に関し、収益分配金をそのつど受取る｢一般コース｣、収益分配金が税金を差引かれた

後自動的に無手数料で再投資される｢自動けいぞく投資コース｣がありますので、どちらかのコースを

お選びいただくことになります(ただし、取扱販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなりま

す。)。一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。 

｢自動けいぞく投資コース｣をお申込みいただく方は、本ファンドの取得申込みに際して、本ファンドに

かかる｢自動けいぞく投資契約｣(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を当該

取扱販売会社との間で結んでいただきます。ただし、取扱販売会社によっては、自動けいぞく投資契

約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申し出

ることができます。 

なお、｢自動けいぞく投資コース｣を選択した投資家が、取扱販売会社との間で｢定時定額購入サー

ビス｣等に関する契約等＊を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの単位によるも

のとします。 

* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、

当該別の名称に読み替えるものとします 。なお、｢定時定額購入サービス｣等の取扱いの有無については、お申込みの取扱販売会

社にご確認ください。 

本ファンドの受益証券の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を取扱販売会社に支払います。

払込期日は取扱販売会社によって異なります。詳しくは、各取扱販売会社にお問合わせください。 

指定証券会社/登録金融機関は、追加設定を行う日に、本ファンドのお申込金額を、本ファンドの

委託者である委託会社に支払い、委託会社はこれを本ファンドの受託会社に払込みます。 

なお、本ファンドは、上記に従い受託者に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそ

れより前の時点では受益証券を取得しません。 

 

本ファンドの受益証券は、原則無記名式です。取得者の請求により記名式とすることもできます。受
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益証券は、無記名式の場合それを所持している人が受益者として扱われますので、盗難や紛失な

どの事故を防ぐためにも、委託会社は、取扱販売会社での｢保護預り｣をおすすめします。ただし、

｢自動けいぞく投資契約｣を結ばれた方は、すべて保護預りとさせていただきます。 

 

７－２． ご換金    

 

ご換金をなさる場合は、原則として毎営業日(ただし、ニューヨークの休業日を除きます。)にその翌営

業日の解約価額でご換金のお申込みができます(解約価額は基準価額より信託財産留保額*1 を

控除した価額となります。)。毎営業日の午後 3 時(国内の証券取引所の半休日の場合は午前 11

時)*2 までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付けに係る各取扱販売会社所定

の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。当日の受付終了後のお申込みについて

は、翌営業日のお取扱いとします。ご換金なさる場合には 1 万口単位(｢自動けいぞく投資契約｣を

結ばれた場合には 1 口単位)で換金できます。ご換金は｢解約請求制｣により行うことができます。ご

換金場所は取扱販売会社の本・支店、営業所です。 

ご換金の代金は原則として、ご換金の請求日から起算して 5 営業日目から指定証券会社/登録

金融機関を通じてお支払いいたします。 

*1 ｢信託財産留保額｣とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を保有され

る受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入れられます。 

*2 取扱販売会社によっては受付時間が異なる場合がございます。 

委託会社は受益証券の買戻しを行いません。 

ご換金*1 の解約価額は、請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.3％の率を乗じて

得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。お手取額は、解約価額から、所得税およ

び地方税(解約価額が個別元本*2 を上回った場合その超過額に対して、個人の受益者については

10％(所得税 7％および地方税 3％) *3、法人の受益者については 7％(所得税 7％) *4)を差引いた

金額となります。  

*1 解約請求制によるご換金の場合です。 

*2 ｢個別元本｣とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は

含まれません。)をいい、源泉徴収税の課税上の元本（個別元本）にあたります。 

*3 2008 年 4 月 1 日以降は、20％(所得税 15％および地方税 5％)となる予定です。 

*4 2008 年 4 月 1 日以降は、15％(所得税 15％)となる予定です。 

詳しくは、後記｢8-2． 課税上の取扱い｣をご参照ください。 

 

受益者がご換金のお申込みをするときは、指定証券会社/登録金融機関に対し、受益証券をもっ

て行うものとします。 

解約請求には手数料はかかりません。 

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、１顧客１日あたり 10 億円を超える大口解約には制

限があります。詳しくは、取扱販売会社にお問合わせください。 
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７－３．お買付けおよびご換金のお申込みにかかる留意点    

 

1.お買付け 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情 (コンピューターの誤

作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価

額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、取

扱販売会社は、受益証券の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込み

を取消すことができます。 

 

2.ご換金 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準

価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、解約請求の受付けを中

止またはすでに受付けた解約請求を保留または取消させていただくことがあります。 

この場合、受益者は当該中止または保留以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、

受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該中止または保

留を解除した後の 初の基準価額の計算日を換金のお申込日として上記に準じて計算された価

額とします。 
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８－１． 手数料、信託報酬および諸費用 

 

1. 申込手数料 

(a) お申込口数またはお申込代金に応じて、3.15％(税込)を上限として各取扱販売会社がそ

れぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申

込手数料となります(申込手数料および申込手数料率のことを以下、単にそれぞれ｢手数

料｣および｢手数料率｣ということがあります。)。申込手数料は、お申込時にご負担いただき

ます。 

一般コースの場合、お申込代金は、お申込金額(お申込価額×お申込口数)に、申込手

数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加えた額です。 

自動けいぞく投資コースの場合には、お支払いいただく金額(お申込代金)の中から申込手

数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を差引かせていただきます。ただし、

取扱販売会社によっては、お申込金額に別途申込手数料および当該申込手数料に係る

消費税等相当額を加えた金額をお支払いいただきます。 

 (b) 下記のスイッチングにより本ファンドをお求めいただく場合には、取得する口数について手数

料はかかりません。ただし、取扱販売会社によってはスイッチングができない場合があります。 

本ファンドにおける｢スイッチング｣とは、A コースの受益者が A コースの受益証券の換金手取額をもってその支払いを行った取

扱販売会社で B コースの取得のお申込みをする場合、または B コースの受益者が B コースの受益証券の換金手取額を

もってその支払いを行った取扱販売会社で A コースの取得のお申込みをする場合で、かつ、取得する口数について手数料が

かからない場合をいいます。 

 なお、解約請求制によるスイッチングの場合には、信託財産留保額 (スイッチングにより解約

される本ファンドの基準価額に対して 0.3％)が差引かれ、解約価額の個別元本超過額に

対して、個人の受益者については10％(所得税 7％および地方税 3％) *1、法人の受益者

については 7％(所得税 7％) *2 の税金が課されることにつき、ご留意ください。 

*1 2008 年 4 月 1 日以降は、20％(所得税 15％および地方税 5％)となる予定です。 

*2 2008 年 4 月 1 日以降は、15％(所得税 15％)となる予定です。 

詳しくは、後記｢8-2． 課税上の取扱い｣をご参照ください。 

 (c) 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数につ

いて手数料はかかりません。 

 

2. 換金(解約)手数料 

換金(解約)請求には手数料はかかりません。ただし、解約時の基準価額に対し 0.3％の信託

財産留保額をご負担いただきます。詳しくは、前記「７－２．ご換金」をご参照ください。 

 

3. 信託報酬等 

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬

は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に
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年率 1.995％(税込)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および各指定証券会社/

登録金融機関間の配分については、各指定証券会社/登録金融機関の取扱いに係る純資

産総額に応じて決められる以下の金額とします。 

 
 

 支 払 先  
各指定証券会社/ 

登録金融機関の取扱いに係る 

純資産総額 

委託会社 
指定証券会社/ 

登録金融機関 
受託銀行 

100 億円未満の部分 年率 1.05％(税込) 年率 0.84％(税込) 年率 0.105％(税込) 

100 億円以上の部分 年率 0.84％(税込) 年率 1.05％(税込) 年率 0.105％(税込) 

 

｢指定証券会社/登録金融機関の取扱いに係る純資産総額｣とは、A コースおよび B コースの

信託財産の純資産総額の合計額のうち、当該指定証券会社/登録金融機関の取扱いに係

る金額をいいます。 

なお、委託会社の報酬には、GSAM ニューヨークへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問

報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。 

信託報酬は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支払います。委託会社およ

び指定証券会社/登録金融機関の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、指定

証券会社/登録金融機関の報酬は委託会社より指定証券会社/登録金融機関に対して支

払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。 

 

4. 信託事務の諸費用等 

本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではあ

りません。)。 

(a) 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

(b) 外貨建資産の保管費用 

(c) 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息 

(d) 信託財産に関する租税 

(e) その他信託事務の処理等に要する諸費用 (監査費用、法律顧問・税務顧問への報

酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する

費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して生じた

諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により A、B 各

コースに関連して生じたと認めるものを含みます。) 

委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払いを本ファンドのために行い、その金額を合理的に

見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率 0.05％相当額を、かかる諸費用の合計額

とみなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、

信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05％を上限としてこれを
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変更することができます。 

上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末および信託終了のとき、信

託財産から委託会社に対して支払います。 

 

 

８－２． 課税上の取扱い    

 

収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は 2004 年 2 月 27 日現在、以下のとおり

です。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。 

(個人の受益者の場合＊1) 

時  期 項  目 税  金 

収 益 分 配 時 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 
普通分配金に対し 10％(所得税 7％、地方税 3％)  

換   金   時＊2 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 

解約価額＊3 の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

償 還 時 
所 得 税 お よ び 

地 方 税 

償還価額の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

＊1 法人の受益者の場合、原則として 7％の源泉徴収(所得税 7％)となります。 

＊2 解約請求制による換金の場合です。 

＊3 ご換金請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.30％の率を乗じて得た額を信

託財産留保額として控除した価額をいいます。 

 

上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。 

特別分配金は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。 

なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあ

ります。また、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消

費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。 

 

<個別元本について> 

① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等

(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法

上の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有

していた場合、2000 年 3 月 31 日の平均信託金が当該受益証券にかかる個別元本となりま

す。 

② 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追

加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券ごとに、同
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一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社ごとに、個別元

本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店等毎に、｢一般コース｣と｢自動けいぞく投資コース｣の両コースで取得す

る場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

④ 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(｢特別分配金｣につい

ては、下記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。) 

 

<一部解約時および償還時の課税について> 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

 

<収益分配金の課税について> 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる

｢特別分配金｣(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個

別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下

回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回る部分の額が特別分配金となり、当該収

益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

① 個人の受益者に対する課税 

普通分配金および解約・償還時の個別元本超過額については配当課税が適用されます。 

2008 年 3 月 31 日までの間は、源泉徴収税率 10％(所得税 7％および地方税 3％)の優遇税

率が適用されます。なお、2008 年 4 月 1 日以降は、源泉徴収税率については、20％(所得税

15％および地方税 5％)となる予定となっています。 

また、収益の多寡を問わず確定申告は不要です。しかしながら、確定申告を行うことは可能であ

り、申告を行えば、総合課税となります。 

また、2004 年 1 月 1 日以降に解約(償還)差損が発生した場合は、確定申告を行うことにより

｢株式等(特定株式投資信託(ETF)および特定不動産投資信託(REIT)を含みます。)の譲渡に

よる所得｣との損益通算が可能です。なお、公募株式投資信託の解約(償還)差益との損益通

算については、その解約(償還)差益が、株式譲渡益ではなく配当所得として課税されるため、行

うことができません。 
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② 法人の受益者に対する課税 

普通分配金および解約・償還時の個別元本超過額については益金に算入され、法人税・地

方税が課されます。 

2008 年 3 月 31 日までの間は、源泉徴収税率 7％(所得税 7％)の優遇税率が適用されま

す。なお、2008 年 4 月 1 日以降は、源泉徴収税率は 15％(所得税 15％)となる予定です。 

 

(注) 詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
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９－１． 信託の終了    

 

1. 受益権総口数の減少に伴う繰上償還 

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、本ファンドの A、B 各コースについて受益

権の総口数が 30 億口を下回ることとなった場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ、監

督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、本ファンドに係る信託を終了させることがで

きます。 

委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対し

て書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記 2.に定める手続を準用します。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

2. その他の事由による信託の終了 

監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の認可取消、解散、業務廃止

のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引

き継ぐことを命じたときは、信託は、下記９-２.に記載する受益者の異議により約款変更ができ

ない場合を除き、当該投資信託委託業者と受託銀行との間において存続します。)、受託銀

行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐと

きを除きます。)、受託銀行の辞任に際し委託会社が新受託者を選任できないときには、委託

会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受

けて受託者の任務を辞任することができます。また、委託会社は信託約款に定める場合には

受託銀行を解任することができます。受託銀行が受託者を辞任したときは、委託会社は新受

託者を選任します。 

また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約し

ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対

して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期

間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 か月を下

らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の

総口数の 2 分の 1 を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解

約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載

した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交
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付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを

得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が 1 か月を下らずにその公告および書面の

交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

９－２． 約款変更    

    

委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理

由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変

更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対

して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 か月を下らないものとしま

す。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を

超えるときは、信託約款の変更をしません。 

委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

９－３． 反対者の買取請求権 

 

前記９－１.に規定する信託契約の解約または前記９－２．に規定する信託約款の変更を行う場

合において、前記９－１.または前記９－２．の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受

益者は、指定証券会社/登録金融機関を通じ、受託銀行に対し、自己の有する受益証券を、信

託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。 
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９－４． その他の契約の変更 

 

1. 募集・販売契約 

委託会社と指定証券会社/登録金融機関との間の証券投資信託受益証券の募集・販売の

取扱い等に関する契約（以下「募集・販売契約」といいます。）は、当事者の別段の意思表示

のない限り、1 年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変

更することができます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法

により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせる

ものではありません。 

 

2. 投資顧問契約 

委託会社と GSAM ニューヨークとの間の基本会社間投資顧問契約(以下｢投資顧問契約｣と

いいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更するこ

とができます。GSAM ニューヨークが法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図

に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、または委託会社

が必要と認める場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本

ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を GSAM ニューヨークに対して

求めることができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、

あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべて

の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は

日本経済新聞に掲載します。
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１０． 受益者の権利等 

 

1. 収益分配金受領権に関する内容および権利行使の手続 

収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日後 5 営業日目から収益分配金

交付票と引換えに指定証券会社/登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を指定証券

会社/登録金融機関に交付します。この場合、指定証券会社/登録金融機関は、自動けい

ぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売

付けを行います。 

指定証券会社/登録金融機関は、受益者がその有する受益証券の全部もしくは一部の口数

について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益証券の取

得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益証券に帰属

する収益分配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払うことができます。 

受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その

権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。 

 

2. 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続 

償還金は、原則として信託終了日から起算して 5 営業日目から受益証券と引換えに指定証

券会社/登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま

す。 

 

3． 記名式受益証券の場合の権利行使 

記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、収益分配金の

支払いの場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の支払いの場合には受

益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金、償還

金および一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために

生じた損害について、その責を負いません。 
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4． 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払いに関する受託銀行の

免責 

受託銀行は、収益分配金については、支払開始日の前日 (一般コースの場合)および交付開

始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日の前日までに、一

部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。 

受託銀行は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 



１１．１１．１１．１１．    内国投資信託受益証券事務の概要内国投資信託受益証券事務の概要内国投資信託受益証券事務の概要内国投資信託受益証券事務の概要    
 

  31 

 

１１． 内国投資信託受益証券事務の概要    

    

1. 受益証券の名義書換 

(a) 記名式受益証券の名義書換手続 

｢記名式受益証券名義書換請求書｣に記入のうえ、印鑑登録印 (取扱販売会社への登

録印)を押捺して、印鑑登録票二葉および当該受益証券を添付して、取扱販売会社経

由で委託会社に提出することにより記名式の受益証券の所持人は名義書換を請求する

ことができます。名義書換の手続は、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止しま

す。 

(b) 取扱場所・取次所・代理人 

記名式受益証券の名義書換は取扱販売会社にて取扱います。 

(c) 手 数 料 

記名式受益証券の名義書換には手数料はかかりません。 

(d) そ の 他 

記名式の受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ、委託会社および受託銀行に対

抗することができません。 

 

2. 受益者名簿の閉鎖の時期 

受益者名簿は作成していません。 

 

3. 受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

4. 受益証券の譲渡制限 

該当事項はありません。 
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１２－１． ファンドの沿革    

    

本ファンドの信託設定日は 1999 年 11 月 29 日であり、同日より運用を開始しました。 

マザーファンドの信託設定日は 1999 年 11 月 29 日であり、同日より運用を開始しました。 

 

１２－２． ファンドの関係法人    

    

1. 委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) 

委託会社は、証券投資信託(以下単に｢投資信託｣といいます。)である本ファンドの委託者で

あり、受託銀行と、本ファンドの当初の払込期日である 1999 年 11 月 29 日に本ファンドの信

託契約を締結しました。投資信託の仕組みは、多数の投資家から預かる資金を、投資家のた

めに利殖の目的で、専門の機関が主として有価証券に投資し、運用の成果をすべて投資家に

返すものです。本ファンドの運営の仕組みは下記「ファンド関係法人」の図に示すとおりです。 

なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委

託することがあります。その場合、これに関連して発生する費用が信託事務の処理等に要する

諸費用の一部として、信託報酬とは別途本ファンドから支払われることがあります。詳しくは前

記｢8-1. 手数料、信託報酬および諸費用 4.信託事務の諸費用等｣をご参照ください。 

 

2. 投資顧問会社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAM ニューヨーク） 

GSAM ニューヨークは、本ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社です。GSAM ニューヨーク

は、委託会社との基本会社間投資顧問契約に基づき、本ファンドに関し、委託会社より株式

（その指数先物を含まれます。）の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注

等を行います。 

 

3. 受託銀行（UFJ 信託銀行株式会社） 

受託銀行は本ファンドの受託者であり、本ファンドに関し、下記「ファンド関係法人」の図に示す

とおりの業務を行います。なお、上記業務の一部につき再信託先である日本マスタートラスト信

託銀行株式会社に委託することができます。 
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4. 指定証券会社/登録金融機関 

指定証券会社/登録金融機関は本ファンドの販売会社であり、本ファンドに関し、下記「ファン

ド関係法人」の図に示すとおりの業務を行います。 

指定証券会社/登録金融機関は、委託会社との間の募集・販売契約に基づいて、受益証券

の募集の取扱い等を行います。 
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ファンド関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 込 者 

(受益者) 

 指定証券会社/ 

登録金融機関(2) 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ 

･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

株式会社 

(委託会社) 

UFJ 

信託銀行 

株式会社 

(受託銀行) 

主な投資対象(3) 

収益分配金 

償 還 金 

信託金 

損益(4) 

投 資 

損益(4) 

GSAMﾆｭ ﾖーｰｸ(1) 

(投資顧問会社) 

運用指図 

信託契約 

外国証券などの保管は海外

の金融機関が行います。 

株式の運用指図権限の 

委託 

株式の投資判断・発注等を行い、委託会社

に報告します。 

指定証券会社/登録金融機関 

 

・ 受益証券の募集の取扱いおよび

保護預り 

・ 目論見書の購入申込者への交

付、運用報告書の受益者への交

付 

・ 受益証券の一部解約の請求 

・ 収益分配金、償還金および一部

解約金の支払いの取扱い 

・ 収益分配金の再投資(一般コース

のみの取扱いの場合を除きます。) 

・ 所得税および地方税の源泉徴収 

・ 取引報告書および取引残高報告

書等の交付 

委託会社 

 

・ 信託約款の届出 

・ 受託銀行との信託契約の締結、

一部解約の実行 

・ 受益証券の発行 

・ 目論見書、運用報告書の作成 

・ 信託財産の運用指図 

・ 信託財産に組入れた有価証券の

議決権等の行使の指図 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 信託財産に関する帳簿書類の作

成 

ただし netWIN においては株式の運用

指図権限を GSAM ニューヨーク(1)に委

託します。 

また、信託財産の計算その他事務管

理に関する業務を第三者に委託する

ことがあります。 

受託銀行 

 

・ 委託会社との信託契約の締結 

・ 信託財産の保管・管理 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 受益証券の認証 

・ 外国証券を保管・管理する外国

の保管銀行への指示および連絡 

なお、上記業務の一部につき再信託

先である日本マスタートラスト信託銀

行株式会社に委託することができま

す。 

収益分配金 

償 還 金 

申込金 申込金 

(1) GSAMニューヨークの正式名称はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーです。 

(2) 指定証券会社/登録金融機関のために申込みの取次ぎを行う取次会社は、指定証券会社/登録金融機関の上記各業務の全部または一部

を行います。 

(3) 本ファンドは主として、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンドの受益証券に投資します。マザーファンドは上図と

同様の仕組みにより投資を行います。 

(4) 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 

なお、上図中の株式にはその指数先物が含まれます(いわゆるレバレッジを使った運用は原則として行いません。)。 
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１３． 委託会社等の概況 

    

1. 資 本 金 

委託会社の資本の額は金 4 億 9,000 万円です(2004 年 2 月 27 日現在)。 

 

2. 沿  革 

委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サック

スの資産運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投

資信託委託業者です。主な変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商

号の変更、合併、事業目的の変更等はありませんでした。 

1996 年 2 月 6 日 会社設立 

1996 年 2 月 23 日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 

1998 年 12 月 1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 

2000 年 11 月 30 日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う投資

信託委託業のみなし認可 

2001 年 8 月 13 日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加 

2002 年 1 月 18 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (｢投資顧問業

法｣)上の投資顧問業者としての登録 

2002 年 3 月 29 日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可 

2002 年 4 月 1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営

業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社から

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 

 

3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名 

本店の所在の場所： 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 

代表者の役職氏名： 代表取締役  土 岐 大 介 

 

4. 大株主の状況 

(2004 年 2 月 27 日現在) 

氏名または名称 住所 
所有株式数 

(株) 

所有比率 

(％) 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・

エル・ピー 

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市オー

ルド・スリップ 32 番地 
6,336 99 

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブ

ロード・ストリート 85 番地 
64 1 
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（1）本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38

年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照

表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総

理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

   なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。 

（2）本ファンドの計算期間は 6 ヵ月であるため、財務諸表は 6 ヵ月毎に作成しております。 

（3）本ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 7 期計算期間（2002 年 12 月 3

日から 2003 年 5 月 30 日まで）及び、第 8 期計算期間（2003 年 5 月 31 日から 2003 年 12

月 1 日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人による監査を受けております。その監査

報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 
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１４－１． 財務諸表 
 

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Ａコース(為替ヘッジあり) 

 

(1) 貸借対照表 

 

(単位：円) 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

                 期     別 

 

科     目 金    額 金    額 

資   産   の   部      

流  動  資  産      

  金 銭 信 託  38,784  －  

  コ ー ル ・ ロ ー ン  267,212,540  425,427,001  

  親投資信託受益証券  9,464,863,250  10,123,080,858  

  派 生 商 品 評 価 勘 定  29,959,475  23,143,450  

  未   収   利   息  7  11  

  差 入 委 託 証 拠 金  138,726,044  99,492,836  

流 動 資 産 合 計  9,900,800,100  10,671,144,156  

資  産   合   計  9,900,800,100  10,671,144,156  

負   債   の   部      

流  動  負  債      

  派 生 商 品 評 価 勘 定  53,020,700  92,136,000  

  未 払 金  －  290,000  

  未 払 解 約 金  13,621,146  8,235,913  

  未 払 受 託 者 報 酬  4,675,546  5,568,979  

  未 払 委 託 者 報 酬  84,159,847  100,241,512  

  そ の 他 未 払 費 用   2,226,396  2,651,834  

流 動 負 債 合 計  157,703,635  209,124,238  

負  債   合   計  157,703,635  209,124,238  

純  資  産  の  部      

元   本      

  元 本  30,549,266,308  28,362,752,827  

剰  余  金      

  期 末 欠 損 金  20,806,169,843  17,900,732,909  

 ( 分 配 準 備 積 立 金 )  (189,044)  (653,910)  

剰  余  金  合  計  △20,806,169,843  △17,900,732,909  

純  資  産  合  計  9,743,096,465  10,462,019,918  

負債・純資産合計  9,900,800,100  10,671,144,156  
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(2) 損益及び剰余金計算書 

 

(単位：円) 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

        期     別 

 

 

科     目 金     額 金     額 

経 常 損 益 の 部      

営 業 損 益 の 部      

 営 業 収 益      

  受 取 利 息  1,247  117,325  

  有価証券売買等損益  168,031,995  909,385,346  

  派生商品取引等損益  20,169,559  75,353,850  

  為 替 差 損 益  243,066,106  647,344,778  

  そ の 他 収 益  － 431,268,907 209 1,632,201,508 

 営 業 費 用      

   受 託 者 報 酬  4,675,546  5,568,979  

   委 託 者 報 酬  84,159,847  100,241,512  

   そ の 他 費 用  2,699,636 91,535,029 2,651,834 108,462,325 

営 業 利 益   339,733,878  1,523,739,183 

経 常 利 益   339,733,878  1,523,739,183 

当 期 純 利 益   339,733,878  1,523,739,183 

一 部 解 約 に 伴 う 

当 期 純 利 益 分 配 額 
  －  152,928,839 

一 部 解 約 に 伴 う 

当 期 純 損 失 分 配 額 
  59,763,911  － 

期 首 欠 損 金   23,067,512,442  20,806,169,843 

欠 損 金 減 少 額      

  当 期 一 部 解 約 に 

  伴 う 欠 損 金 減 少 額 

 

 
2,167,289,146 2,167,289,146 2,953,886,425 2,953,886,425 

欠 損 金 増 加 額      

  当 期 追 加 信 託 に 

  伴 う 欠 損 金 増 加 額 
 305,444,336 305,444,336 1,419,259,835 1,419,259,835 

分 配 金   －  － 

期 末 欠 損 金   20,806,169,843  17,900,732,909 
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重要な会計方針 

              期    別 

 

項    目 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  有価証券の評価基準 

    及び評価方法 

 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、親投資信

託受益証券の基準価額で評価して

おります。 

 

親投資信託受益証券 

 同左 

 

(1) 為替予約取引 

為替予約の評価は、原則として、

わが国における計算期間末日の対

顧客先物売買相場の仲値によって

計算しております。 

(1) 為替予約取引 

 同左 

 

2.  デリバティブの評価 

    基準及び評価方法 

(2) 先物取引 

個別法に基づき、法令及び社団

法人投資信託協会規則に従い、

時価評価しております。 

 

(2) 先物取引 

 同左 

3.  その他財務諸表作成 

    のための基本となる 

    重要事項 

(1) 外貨建取引等の処理基準 

外貨建取引については、「投資

信託財産の貸借対照表、損益及

び剰余金計算書、附属明細表並

びに運用報告書に関する規則」（平

成 12 年総理府令第 133 号）第

60 条に基づき、取引発生時の外国

通貨の額をもって記録する方法を採

用しております。但し、同 61 条に基

づき、外国通貨の売却時において、

当該外国通貨に加えて、外貨建資

産等の外貨基金勘定及び外貨建

各損益勘定の前日の外貨建純資

産額に対する当該売却外国通貨

の割合相当額を当該外国通貨の

売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割合

相当の邦貨建資産等の外国投資

勘定と、円換算した外貨基金勘定

を相殺した差額を為替差損益とす

る計理処理を採用しております。 

 

(1) 外貨建取引等の処理基準 

 同左 

 

 (2) 計算期間末日の取扱い 

2002 年 11 月 30 日及びその翌日

が休業日のため、本計算期間期首

は 2002 年 12 月 3 日としておりま

す。 

(2) 計算期間末日の取扱い 

2003 年 11 月 30 日が休業日のた

め、本計算期間末日は2003 年 12

月 1 日としております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

期    別 

項    目 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

 

33,235,396,803 円 

435,950,552 円 

3,122,081,047 円 

 

 

 

 

 

 

30,549,266,308 円 

2,156,182,762 円 

4,342,696,243 円 

 

 

 

 

 

1.  元本の推移 

  期首元本額 

  期中追加設定元本額 

  期中一部解約元本額 

 

2.  元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

20,806,169,843 円であります。 

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

17,900,732,909 円であります。 

 

(損益及び剰余金計算書関係) 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部 

    又は一部を委託するために要する費用 

  委託者報酬の 45％相当額 

 

―――――――――― 

2.  分配金の計算過程 

  計 算 期 間 末 の 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益

(189,044 円)より、分配対象収益は 189,044 円(1

口当たり 0.000006 円)でありますが分配を行っており

ません。 

 

  分配金の計算過程 

  計 算 期 間 末 の 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益

(480,532 円)及び分配準備積立金（173,378 円）よ

り 、 分 配 対 象 収 益 は 653,910 円 (1 口 当た り

0.000023 円)でありますが分配を行っておりません。 

 

 

(有価証券関係) 

売買目的有価証券 

(単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

種  類 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 

親投資信託 

受益証券 
9,464,863,250  238,592,562  10,123,080,858  861,323,195  

合  計 9,464,863,250  238,592,562  10,123,080,858  861,323,195  
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(デリバティブ取引等関係) 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  取引の内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引、株式関連では先物

取引であります。 

 

1.  取引の内容 

  同左 

 

2.  取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、信託約款に定める運用の基

本方針に従う方針であります。 

 

2.  取引に対する取組方針 

  同左 

 

3.  取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効

率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避する目的で利用しています。 

 

3.  取引の利用目的 

  同左 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係

るリスクとしては、株価、為替などの市場価格が変動

する事によって発生するマーケットリスクおよび取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォ

ルト状態となった時に発生する取引先リスクがありま

す。 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  同左 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、運用・

執行を担当する部署により行っております。また、法

令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コン

プライアンス部により行われております。 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

6.  取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

  取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり

ません。 

 

6.  取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

  同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項  

(1) 株式関連 (単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

契 約 額 等 契 約 額 等 
区
分 

種 類 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

        

株価指数先物取引 
 

  
    

  
 

   

市
場
取
引 買     建 318,729 ,775  － 348,689 ,250 29,959 ,475 431,431 ,550  － 454,575 ,000 23,143 ,450

合 計 318,729 ,775  － 348,689 ,250 29,959 ,475 431,431 ,550  － 454,575 ,000 23,143 ,450
 

(2) 通貨関連 (単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

契 約 額 等 契 約 額 等 
区
分 

種 類 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 

為替予約取引 
   

売   建    

市
場
取
引 

以
外
の
取
引 

米ドル 9,145,273,300 － 9,198,294,000 △53 ,020 ,700 9,578,184,000  － 9,670,320,000 △92 ,136 ,000

合 計 9,145,273,300 － 9,198,294,000 △53 ,020 ,700 9,578,184,000  － 9,670,320,000 △92 ,136 ,000

 
（注）時価の算定方法 
・ 先物取引 
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。 
２．計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または 終相場で評価しており

ます。２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引につ
いては、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 

・為替予約取引 
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 

(1) 計算期間末日において予約為替の受渡し日(以下｢当該日｣という。)の対顧客先物相場の仲値が
発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

(2) 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。 
① 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先

物相場のうち当該日に も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。 

② 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に も
近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧
客相場の仲値により評価しております。 
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(1 口当たり情報) 

期    別 

項    目 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

 

  1 口当たり純資産額 

 

 

0.3189 円 

 

 

 

0.3689 円 

 

 

 

 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

(3) 附属明細表 

① 有価証券明細表 

(ア) 株式 

該当事項はありません。 

 

 

(イ) 株式以外の有価証券 

(単位：円) 

種 類 銘   柄 券面総額 評 価 額 備  考 

親投資信託 

受益証券 

netWIN ゴールドマン･サックス･イン

ターネット戦略ファンド・マザーファンド 
20,266,428,145 10,123,080,858 － 

合 計 － 20,266,428,145 10,123,080,858 － 

 

 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 

｢注記事項(デリバティブ取引等関係 )｣の｢Ⅱ 取引の時価等に関する事項｣に記載されておりま

す。 
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netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし ) 

 

(1) 貸借対照表 

 

(単位：円) 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

                 期     別 

 

科     目 金    額 金    額 

資   産   の   部      

流  動  資  産      

  金 銭 信 託  9,696  －  

  コ ー ル ・ ロ ー ン  186,488,540  359,788,347  

  親投資信託受益証券  7,835,887,433  8,689,485,857  

  派 生 商 品 評 価 勘 定  19,639,435  24,937,300  

  未   収   利   息  5  9  

  差 入 委 託 証 拠 金  56,061,073  123,478,157  

流 動 資 産 合 計  8,098,086,182  9,197,689,670  

資  産   合   計  8,098,086,182  9,197,689,670  

負   債   の   部      

流  動  負  債      

  未 払 解 約 金  7,697,388  1,383,298  

  未 払 受 託 者 報 酬  4,020,294  4,733,372  

  未 払 委 託 者 報 酬  72,365,181  85,200,558  

  そ の 他 未 払 費 用   1,914,365  2,253,919  

流 動 負 債 合 計  85,997,228  93,571,147  

負  債   合   計  85,997,228  93,571,147  

純  資  産  の  部      

元   本      

  元 本  19,154,536,845  20,030,888,477  

剰  余  金      

  期 末 欠 損 金  11,142,447,891  10,926,769,954  

 ( 分 配 準 備 積 立 金 )  (4,075,848)  (3,703,596)  

剰  余  金  合  計  △11,142,447,891  △10,926,769,954  

純  資  産  合  計  8,012,088,954  9,104,118,523  

負債・純資産合計  8,098,086,182  9,197,689,670  
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(2) 損益及び剰余金計算書 

 

(単位：円) 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

        期     別 

 

 

科     目 金     額 金     額 

経 常 損 益 の 部      

営 業 損 益 の 部      

 営 業 収 益      

  受 取 利 息  706  1,873  

  有価証券売買等損益  64,448,471  745,589,424  

  派生商品取引等損益  △11,148,000  60,036,350  

  為 替 差 損 益  1,284,015 54,585,192 △9,354,930 796,272,717 

 営 業 費 用      

   受 託 者 報 酬  4,020,294  4,733,372  

   委 託 者 報 酬  72,365,181  85,200,558  

   そ の 他 費 用  5,326,006 81,711,481 4,694,840 94,628,770 

営 業 利 益 又 は 

営 業 損 失 （ △ ） 
  △27,126,289  701,643,947 

経 常 利 益 又 は 

経 常 損 失 （ △ ） 
  △27,126,289  701,643,947 

当 期 純 利 益 又 は 

当 期 純 損 失 （ △ ） 
  △27,126,289  701,643,947 

一 部 解 約 に 伴 う 

当 期 純 利 益 分 配 額 
  －  54,251,270 

一 部 解 約 に 伴 う 

当 期 純 損 失 分 配 額 
  130,269,304  － 

期 首 欠 損 金   12,929,138,427  11,142,447,891 

欠 損 金 減 少 額      

  当 期 一 部 解 約 に 

  伴 う 欠 損 金 減 少 額 

 

 
1,984,306,690 1,984,306,690 1,275,890,280 1,275,890,280 

欠 損 金 増 加 額      

  当 期 追 加 信 託 に 

  伴 う 欠 損 金 増 加 額 
 300,759,169 300,759,169 1,707,605,020 1,707,605,020 

分 配 金   －  － 

期 末 欠 損 金   11,142,447,891  10,926,769,954 
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重要な会計方針 

              期    別 

 

項    目 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  有価証券の評価基準 

    及び評価方法 

 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、親投資信

託受益証券の基準価額で評価して

おります。 

 

親投資信託受益証券 

 同左 

 

(1) 為替予約取引 

為替予約の評価は、原則として、

わが国における計算期間末日の対

顧客先物売買相場の仲値によって

計算しております。 

(1) 為替予約取引 

 同左 

 

2.  デリバティブの評価 

    基準及び評価方法 

(2) 先物取引 

個別法に基づき、法令及び社団

法人投資信託協会規則に従い、

時価評価しております。 

 

(2) 先物取引 

 同左 

3.  その他財務諸表作成 

    のための基本となる 

    重要事項 

(1) 外貨建取引等の処理基準 

外貨建取引については、「投資

信託財産の貸借対照表、損益及

び剰余金計算書、附属明細表並

びに運用報告書に関する規則」（平

成 12 年総理府令第 133 号）第

60 条に基づき、取引発生時の外国

通貨の額をもって記録する方法を採

用しております。但し、同 61 条に基

づき、外国通貨の売却時において、

当該外国通貨に加えて、外貨建資

産等の外貨基金勘定及び外貨建

各損益勘定の前日の外貨建純資

産額に対する当該売却外国通貨

の割合相当額を当該外国通貨の

売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割合

相当の邦貨建資産等の外国投資

勘定と、円換算した外貨基金勘定

を相殺した差額を為替差損益とす

る計理処理を採用しております。 

 

(1) 外貨建取引等の処理基準 

 同左 

 

 (2) 計算期間末日の取扱い 

2002 年 11 月 30 日及びその翌

日が休業日のため、本計算期間期

首は 2002 年 12 月 3 日としておりま

す。 

(2) 計算期間末日の取扱い 

2003 年 11 月 30 日が休業日のた

め、本計算期間末日は2003 年 12

月 1 日としております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

期    別 

項    目 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

 

22,050,513,391 円 

485,015,642 円 

3,380,992,188 円 

 

  

19,154,536,845 円 

3,078,435,921 円 

2,202,084,289 円 

 

 

 

 

 

1.  元本の推移 

  期首元本額 

  期中追加設定元本額 

  期中一部解約元本額 

 

2.  元本の欠損 

 

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

11,142,447,891 円であります。 

貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

10,926,769,954 円であります。 

 

(損益及び剰余金計算書関係) 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部 

    又は一部を委託するために要する費用 

  委託者報酬の 45%相当額 

 

―――――――――― 

2.  分配金の計算過程 

  計 算 期 間 末 の 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益

(4,075,848 円)より、分配対象収益は 4,075,848 円

(1 口当たり 0.000213 円)でありますが、分配を行って

おりません。 

 

  分配金の計算過程 

  計算期間末の費用控除後の配当等収益 (10,385

円)及び分配準備積立金（3,693,211 円）より、分配

対象収益は 3,703,596 円(1 口当たり 0.000184 円)

でありますが、分配を行っておりません。 

 

 

(有価証券関係) 

売買目的有価証券 

(単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

種  類 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 

親投資信託 

受益証券 
7,835,887,433  166,611,372  8,689,485,857  735,866,368  

合  計 7,835,887,433  166,611,372  8,689,485,857  735,866,368  
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(デリバティブ取引等関係) 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

第 7 期 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

第 8 期 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  取引の内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引、株式関連では先物

取引であります。 

 

1.  取引の内容 

  同左 

 

2.  取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、信託約款に定める運用の基

本方針に従う方針であります。 

 

2.  取引に対する取組方針 

  同左 

 

3.  取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効

率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避する目的で利用しています。 

 

3.  取引の利用目的 

  同左 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係

るリスクとしては、株価、為替などの市場価格が変動

する事によって発生するマーケットリスクおよび取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォ

ルト状態となった時に発生する取引先リスクがありま

す。 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  同左 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、運用・

執行を担当する部署により行っております。また、法

令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コン

プライアンス部により行われております。 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

6.  取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

  取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり

ません。 

 

6.  取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

  同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項  

(1) 株式関連 (単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

契 約 額 等 契 約 額 等 
区
分 

種 類 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

   

株価指数先物取引 
          

  
 

市
場
取
引 買     建 191,237 ,865  － 209,213 ,550 17,975 ,685 386,800 ,700  － 407,550 ,000 20,749 ,300

合 計 191,237 ,865  － 209,213 ,550 17,975 ,685 386,800 ,700  － 407,550 ,000 20,749 ,300
 

(2) 通貨関連 (単位：円) 

第 7 期〔2003 年 5 月 30 日現在〕 第 8 期〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

契 約 額 等 契 約 額 等 
区
分 

種 類 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 うち1年超 
時  価 評価損益 

 

為替予約取引 
    

買   建     

市
場
取
引 

以
外
の
取
引 

米ドル 234,796 ,250  － 236,460 ,000 1,663,750 435,372 ,000  － 439,560 ,000 4,188,000

合 計 234,796 ,250  － 236,460 ,000 1,663,750 435,372 ,000  － 439,560 ,000 4,188,000

 
（注）時価の算定方法 
・ 先物取引 
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。 
２．計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または 終相場で評価しており

ます。２つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引につ
いては、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 

・為替予約取引 
１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 

(1) 計算期間末日において予約為替の受渡し日(以下｢当該日｣という。)の対顧客先物相場の仲値が
発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

(2) 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。 
① 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先

物相場のうち当該日に も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。 

② 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に も
近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧
客相場の仲値により評価しております。 
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(1 口当たり情報) 

期    別 

項    目 

第 7 期 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 

第 8 期 

〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

 

  1 口当たり純資産額 

 

 

0.4183 円 

 

 

 

0.4545 円 

 

 

 

 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 

(3) 附属明細表 

① 有価証券明細表 

(ア) 株式 

該当事項はありません。 

 

 

(イ) 株式以外の有価証券 

(単位：円) 

種 類 銘   柄 券面総額 評 価 額 備  考 

親投資信託 

受益証券 

netWIN ゴールドマン･サックス･イン

ターネット戦略ファンド・マザーファンド 
17,396,368,084 8,689,485,857 － 

合 計 － 17,396,368,084 8,689,485,857 － 

 

 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 

｢注記事項(デリバティブ取引等関係 )｣の｢Ⅱ 取引の時価等に関する事項｣に記載されておりま

す。 
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参考情報 

本ファンドは、｢netWIN  ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド｣受益証券

を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、す

べて同親投資信託の受益証券です。 

なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 

 

｢netWIN  ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド｣の状況 

 

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

 

(1) 貸借対照表 

(単位：円) 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 〔2003 年 12 月 1 日現在〕 対象年月日 

科     目 金    額 金    額 

資   産   の   部      

流  動  資  産      

  預 金  124,175,489  44,171,673  

  コ ー ル ・ ロ ー ン  10,577,557  －  

  株 式  16,978,632,361  18,774,248,724  

  未 収 入 金  183,811,496  －  

  未 収 配 当 金  2,090,085  1,461,030  

流 動 資 産 合 計  17,299,286,988  18,819,881,427  

資  産   合   計  17,299,286,988  18,819,881,427  

負   債   の   部      

流  動  負  債      

  未 払 金  －  5,954,832  

流 動 負 債 合 計  －  5,954,832  

負  債   合   計  －  5,954,832  

純  資  産  の  部      

元   本      

  元 本  37,923,609,565  37,662,796,229  

剰 余 金      

  期 末 欠 損 金  20,624,322,577  18,848,869,634  

剰  余  金  合  計  △20,624,322,577  △18,848,869,634  

純  資  産  合  計  17,299,286,988  18,813,926,595  

負債・純資産合計  17,299,286,988  18,819,881,427  
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重要な会計方針 

対象年月日 

 

科     目 

 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  有価証券の評価基準 
    及び評価方法 
 

株式 
 移動平均法に基づき、法令及び
社団法人投資信託協会規則に従
い、時価評価しております。 
 

株式 
 同左 
 

2.  デリバティブの評価 
    基準及び評価方法 

為替予約取引 
為替予約の評価は、原則として、

わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。 
 

為替予約取引 
 同左 

3.  収益及び費用の計上 
    基準 

受取配当金 
 受取配当金は原則として、株式の
配当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計
上し、いまだ確定していない場合に
は入金日基準で計上しております。 
 

受取配当金 
 同左 
 

4.  その他財務諸表作成 
    のための基本となる 
    重要事項 

外貨建取引等の処理基準 
 外貨建取引については、｢投資信
託財産の貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、附属明細表並び
に運用報告書に関する規則｣(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条
に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用し
ております。但し、同 61 条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当
該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各
損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の
割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合
相当の邦貨建資産等の外国投資
勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とす
る計理処理を採用しております。 
 

外貨建取引等の処理基準 
 同左 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

対象年月日 

項    目 
〔2003 年 5 月 30 日現在〕 〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

1． 元本の推移 

  期首元本額 

    期中追加設定元本額 

    期中一部解約元本額 

  元本の内訳 

netWIN  ゴールドマン・サックス・インター

ネット戦略ファンド 

Ａコース(為替ヘッジあり) 

netWIN  ゴールドマン・サックス・インター

ネット戦略ファンド 

Ｂコース(為替ヘッジなし) 

合   計 

 

 

41,975,895,003 円 

556,696,718 円 

4,608,982,156 円 

 
 
 

20,747,179,418 円 

 

 

17,176,430,147 円 

 

37,923,609,565 円 

 

 

 

 

 

 

37,923,609,565 円 

1,577,130,399 円 

1,837,943,735 円 

 
 
 

20,266,428,145 円 

 

 

17,396,368,084 円 

 

37,662,796,229 円 

 

 

 

 

 

2.  元本の欠損 貸借対照表上の純資産総額が

元本総額を下回っており、その差

額は 20,624,322,577 円でありま

す。 

貸借対照表上の純資産総額が

元本総額を下回っており、その差

額は 18,848,869,634 円でありま

す。 

 

 

 

（有価証券関係） 

売買目的有価証券 

(単位：円) 

〔2003 年 5 月 30 日現在〕 〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

種  類 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 
貸借対照表計上額 

当計算期間の損益に

含まれた評価差額 

株 式 16,978,632,361  1,201,527,915  18,774,248,724  2,546,811,487  

合  計 16,978,632,361  1,201,527,915  18,774,248,724  2,546,811,487  
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(デリバティブ取引等関係) 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

自  2002 年 12 月 3 日 

至  2003 年 5 月 30 日 

自  2003 年 5 月 31 日 

至  2003 年 12 月 1 日 

1.  取引の内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、

為替予約取引であります。 

 

1.  取引の内容 

  同左 

 

2.  取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、信託約款に定める運用の基

本方針に従う方針であります。 

 

2.  取引に対する取組方針 

  同左 

 

3.  取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効

率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを

回避する目的で利用しています。 

 

3.  取引の利用目的 

  同左 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係

るリスクとしては、為替などの市場価格が変動する事

によって発生するマーケットリスクおよび取引相手先が

契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォルト状

態となった時に発生する取引先リスクがあります。 

 

4.  取引に係るリスクの内容 

  同左 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、運用・

執行を担当する部署により行っております。また、法

令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コン

プライアンス部により行われております。 

 

5.  取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

 

Ⅱ 取引の時価等に関係する事項 

該当事項はありません。 
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(1 口当たり情報) 

対象年月日 

項目 
〔2003 年 5 月 30 日現在〕 〔2003 年 12 月 1 日現在〕 

 

  1 口当たり純資産額 

 

 

0.4562 円 

 

 

 

0.4995 円 

 

 

 

 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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(2) 附属明細表 

① 有価証券明細表 

(ア) 株式 

通 貨 銘    柄 株 数 評 価 額 単 価  評価額金額 備考 

米ドル AVOCENT CORPORATION 136,000 38.29 5,207,440.00  

 C H ROBINSON WORLDWIDE INC 30,800 39.38 1,212,904.00  

 ELECTRONIC ARTS INC 78,200 44.23 3,458,786.00  

 IRON MOUNTAIN INC 93,200 36.80 3,429,760.00  

 KLA-TENCOR CORPORATION 60,000 58.53 3,511,800.00  

 SCRIPPS CO <E.W.>-CL A 17,000 92.06 1,565,020.00  

 TESSERA TECHNOLOGIES INC 35,400 18.25 646,050.00  

 TIME WARNER INC 234,850 16.28 3,823,358.00  

 CITADEL BROADCASTING CORP 92,600 19.10 1,768,660.00  

 CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 183,126 41.81 7,656,498.06  

 COX COMMUNICATIONS INC-CL A 122,800 33.90 4,162,920.00  

 ECHOSTAR COMMUNICATIONS-A 106,200 34.45 3,658,590.00  

 LIBERTY MEDIA CORP-A 201,900 11.05 2,230,995.00  

 UNIVISION COMMUNICATIONS-A 216,100 36.05 7,790,405.00  

 VIACOM INC-CL B 211,325 39.32 8,309,299.00  

 WESTWOOD ONE INC 128,800 30.36 3,910,368.00  

 DELL INC 224,500 34.57 7,760,965.00  

 EMC CORPORATION MASS 385,200 13.75 5,296,500.00  

 INTEL CORP 221,800 33.54 7,439,172.00  

 MICROSOFT CORP 365,800 25.71 9,404,718.00  

 SYMANTEC CORP 82,300 32.83 2,701,909.00  

 TEXAS INSTRUMENTS INC 179,300 29.76 5,335,968.00  

 XILINX INC 55,400 37.59 2,082,486.00  

 SCHWAB (CHARLES) CORP 478,700 11.60 5,552,920.00  

 CABLEVISION SYSTEMS -CL A 336,217 20.72 6,966,416.24  

 CISCO SYSTEMS 290,400 22.70 6,592,080.00  

 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 1,083,810 12.41 13,450,082.10  

 EBAY INC 52,600 55.89 2,939,814.00  

 INTEGRATED CIRCUIT SYSTEMS 149,400 29.75 4,444,650.00  

 QUALCOMM INC 186,800 44.55 8,321,940.00  

 CENDANT CORP 314,000 22.16 6,958,240.00  

 CHECKFREE CORP 129,100 27.62 3,565,742.00  

 FIRST DATA CORP 139,400 37.85 5,276,290.00  

 INTUIT INC 48,900 50.28 2,458,692.00  

 METRO-GOLDWYN-MAYER INC 108,094 16.50 1,783,551.00  

   170,674,988.40  

 
小  計 

  (18,774,248,724)  

  18,774,248,724  
合  計 

  (18,774,248,724)  
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(イ) 株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

 

 

 (注)1. 通貨種類毎の小計欄の（  ）内は、邦貨換算額であります。 

 2. 合計金額欄の（  ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 

 3. 外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率 

米ドル 株式 35 銘柄 100.0％ 100.0％ 

 

 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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１４－２． ファンドの現況 

(1) 純資産額計算書 

(2003 年 12 月 30 日現在) 

Ⅰ 資産総額 10,719,900,727 円 

Ⅱ 負債総額 41,286,199 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,678,614,528 円 

Ⅳ 発行済口数 27,890,581,826 口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3829 円 

 

 

(2) 投資有価証券の主要銘柄 

(2003 年 12 月 30 日現在) 

国／地域 種類 銘柄名 
数量 

（口 数） 

帳簿価額 

単価 

（円） 

帳簿価額金額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

日本 
親投資信託 

受 益 証 券 

n e t W I N 

ゴ ー ル ド マ ン ・ 

サ ッ ク ス ・ 

インターネット戦略

フ ァ ン ド ・ 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

19,825,944,141 0.4995 9,903,059,099 0.5069 10,049,771,085 94.11 

 

種類別投資比率(2003 年 12 月 30 日現在) 
種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 94.11 

合計 94.11 
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

(3) 投資不動産物件(2003 年 12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 

 

 

(4) その他投資資産の主要なもの 

有価証券先物取引等 (2003 年 12 月 30 日現在) 

資産の種類 地域 取引所 資産の名称 買建 ／売 建 数量 通貨 帳簿価額 評価額 

金額 

評価額 

金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 NASDA100 0403 買建 42 ドル 6,031 ,810 6,174,000 661 ,420,620 6.19 

(注 1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

(注 2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または 終相場で評価しております。2 つ以上の

取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う

取引所を決定しております。 
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<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）> 

(1) 純資産額計算書 

(2003 年 12 月 30 日現在) 

Ⅰ 資産総額 9,084,862,632 円 

Ⅱ 負債総額 28,867,395 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,055,995,237 円 

Ⅳ 発行済口数 19,673,222,189 口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4603 円 

 

 

(3) 投資有価証券の主要銘柄 

(2003 年 12 月 30 日現在) 

国／地域 種類 銘柄名 
数量 

（口 数） 

帳簿価額 

単価 

（円） 

帳簿価額金額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

日本 

親投資信託 

 

受 益 証 券 

n e t W I N 

ゴ ー ル ド マ ン ・ 

サ ッ ク ス ・ 

インターネット戦略

フ ァ ン ド ・ 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

16,955,884,080 0.4995 8,469,464,098 0.5069 8,594,937,640 94.91 

 

種類別投資比率(2003 年 12 月 30 日現在) 
種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 94.91 

合計 94.91 
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

(3) 投資不動産物件(2003 年 12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 

 

 

(4) その他投資資産の主要なもの 

有価証券先物取引等 (2003 年 12 月 30 日現在) 

資産の種類 地域 取引所 資産の名称 買建 ／売 建 数量 通貨 帳簿価額 評価額 

金額 

評価額 

金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 NASDA100 0403 買建 32 ドル 4,610,990 4,704,000 503,939,520 5.56 

(注 1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

(注 2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または 終相場で評価しております。2 つ以上の

取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う

取引所を決定しております。 
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参考情報 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド> 

(1) 純資産額計算書 

(2003 年 12 月 30 日現在) 

Ⅰ 資産総額 18,645,838,551円 

Ⅱ 負債総額 －円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,645,838,551円 

Ⅳ 発行済口数 36,781,828,221口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5069円  
 

(2) 投資有価証券の主要銘柄(上位 30 銘柄) 

（2003 年 12 月 30 日現在） 

国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 

（株 式 数） 

帳簿価額 

単価 

（円） 

帳簿価額 

金額 

（円） 

評価額 

単価 

（円） 

評価額 

金額 

（円） 

投資 

比率 

（％） 

アメリカ 株式 C R O W N  C A S T L E  I N T E R N A T I O N A L  C O R P  通信 1,063,810 1,329.48 1,414,317,629 1,189.14 1,265,022,214 6.78 

アメリカ 株式 QUALCOMM INC 通信 186,800 4,772.64 891,529,432 5,872.86 1,097,051,480 5.88 

アメリカ 株式 MICROSOFT CORP コンピューター 365,800 2,754.31 1,007,527,439 2,941.78 1,076,106,708 5.77 

アメリカ 株式 VIACOM INC-CL B 放送・出版 211,325 4,212.35 890,175,201 4,656.94 984,128,077 5.28 

アメリカ 株式 UNIVISION COMMUNICATIONS-A 放送・出版 216,100 3,862.03 834,586,087 4,255.20 919,549,497 4.93 

アメリカ 株式 CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 放送・出版 183,126 4,479.10 820,240,637 5,020.11 919,312,993 4.93 

アメリカ 株式 INTEL CORP 電子部品・計器 242,900 3,569.52 867,037,654 3,444.22 836,603,345 4.49 

アメリカ 株式 CABLEVISION SYSTEMS -CL A 放送・出版 336,217 2,219.73 746,312,171 2,483.27 834,918,732 4.48 

アメリカ 株式 DELL INC コンピューター 224,500 3,703.48 831,432,180 3,670.27 823,976,468 4.42 

アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信 290,400 2,431.85 706,209,530 2,613.97 759,097,468 4.07 

アメリカ 株式 CENDANT CORP サービス 314,000 2,374.00 745,436,251 2,370.78 744,427,086 3.99 

アメリカ 株式 FIRST DATA CORP サービス 139,400 4,054.87 565,248,947 4,368.76 609,005,339 3.27 

アメリカ 株式 SCHWAB (CHARLES) CORP フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ サ ー ビ ス  478,700 1,242.70 594,884,319 1,236.28 591,807,331 3.17 

アメリカ 株式 AVOCENT CORPORATION コンピューター 136,000 4,102.00 557,873,047 3,999.16 543,886,154 2.92 

アメリカ 株式 EMC CORPORATION MASS コンピューター 385,200 1,473.03 567,414,045 1,378.76 531,099,546 2.85 

アメリカ 株式 WESTWOOD ONE INC 放送・出版 128,800 3,252.46 418,917,723 3,662.77 471,765,381 2.53 

アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 電子部品・計器 146,900 3,188.18 468,344,934 3,151.76 462,994,219 2.48 

アメリカ 株式 COX COMMUNICATIONS INC-CL A 放送・出版 122,800 3,631.70 445,973,619 3,697.05 453,998,513 2.43 

アメリカ 株式 TIME WARNER INC 通信 234,850 1,744.07 409,596,342 1,926.19 452,367,459 2.43 

アメリカ 株式 ELECTRONIC ARTS INC ソ フ ト ウ ェ ア ・ サ ー ビ ス  88,000 4,738.22 416,963,492 5,061.89 445,446,540 2.39 

アメリカ 株式 KLA-TENCOR CORPORATION テ ク ノ ロ ジ ー 製 品 ・ 機 器  64,400 6,256.11 402,893,556 6,172.83 397,530,290 2.13 

アメリカ 株式 IRON MOUNTAIN INC サービス 93,200 3,942.38 367,430,188 4,255.20 396,584,975 2.13 

アメリカ 株式 ECHOSTAR COMMUNICATIONS-A 放送・出版 106,200 3,690.62 391,944,746 3,668.13 389,555,533 2.09 

アメリカ 株式 CHECKFREE CORP サービス 129,100 2,958.93 381,997,940 2,992.14 386,285,390 2.07 

アメリカ 株式 EBAY INC 商業 52,600 5,987.49 314,942,273 6,873.46 361,544,038 1.94 

アメリカ 株式 SYMANTEC CORP サービス 82,300 3,517.07 289,455,511 3,694.91 304,091,397 1.63 

アメリカ 株式 INTUIT INC コンピューター 48,900 5,386.49 263,399,673 5,676.81 277,596,434 1.49 

アメリカ 株式 SCRIPPS CO <E.W.>-CL A 放送・出版 27,200 9,927.44 270,026,532 10,068.07 273,851,705 1.47 

アメリカ 株式 XILINX INC 電子部品・計器 55,400 4,027.01 223,096,725 4,183.42 231,761,828 1.24 

アメリカ 株式 CITADEL BROADCASTING CORP 放送・出版 92,600 2,046.18 189,476,545 2,436.13 225,586,212 1.21 
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業種別投資比率(2003 年 12 月 30 日現在) 

 

国内/外国 業種 投資比率（％）

コンピューター 17.44 
電子部品・計器 8.21 
放送・出版 30.45 
商業 1.94 
通信 19.17 
陸運業 0.48 
フィナンシャル・サービス 3.17 
サービス 13.09 
その他製造 0.38 
メディア 1.08 
ソフトウェア・サービス 2.39 

外 国 

テクノロジー製品・機器 2.13 
 合  計 99.93 
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

 

 

(3) 投資不動産物件(2003 年 12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 

 

 

(4) その他投資資産の主要なもの(2003 年 12 月 30 日現在) 

該当事項はありません。 
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１４－３． 運用状況 
(1) 投資状況 

 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）> 
(2003 年 12 月 30 日現在) 

資産の種類 国  名 
時価合計 

（円） 
投資比率 

（％） 
外貨建株式親投資信託受益証券 － 10,049,771,085 94.11 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 507,280,704 4.75 

差入委託証拠金 － 126,353,614 1.18 

その他の資産 － 36,495,324 0.34 

小計 － 670,129,642 6.27 

負債 － 41,286,199 0.38 

合計（純資産総額） － 10,678,614,528 100.00 

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）> 
(2003 年 12 月 30 日現在) 

資産の種類 国  名 
時価合計 

（円） 
投資比率 

（％） 
外貨建株式親投資信託受益証券 － 8,594,937,640 94.91 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 327,659,619 3.62 

差入委託証拠金 － 152,284,063 1.68 

その他の資産 － 9,981,310 0.11 

小計 － 489,924,992 5.41 

負債 － 28,867,395 0.32 

合計（純資産総額） － 9,055,995,237 100.00 

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

 

参考情報 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド> 
(2003 年 12 月 30 日現在) 

資産の種類 国  名 
時価合計 

（円） 
投資比率 

（％） 

株式 アメリカ 18,632,257,244 99.93 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 10,422,592 0.05 

その他の資産  3,158,715 0.02 

小計  13,581,307 0.07 

合計（純資産総額） － 18,645,838,551 100.00 

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 
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(2) 運用実績 

① 純資産の推移 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）> 

 2003 年12 月 30 日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 

期 年月日 
純資産総額 

(百万円) 

(分配落) 

純資産総額 
(百万円) 

(分配付) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配落) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配付) 

1 期 (2000 年 5 月 30 日) 59,488 59,488 0.9175 0.9175 

2 期 (2000 年 11 月 30 日) 29,231 29,231 0.7262 0.7262 

3 期 (2001 年 5 月 30 日) 24,689 24,689 0.5796 0.5796 

4 期 (2001 年 11 月 30 日) 16,924 16,924 0.4341 0.4341 

5 期 (2002 年 5 月 30 日) 11,902 11,902 0.3274 0.3274 

6 期 (2002 年 12 月 2 日) 10,167 10,167 0.3059 0.3059 

7 期 (2003 年 5 月 30 日) 9,743 9,743 0.3189 0.3189 

8 期 (2003 年 12 月 1 日) 10,462 10,462 0.3689 0.3689 

 2003 年 1 月末日 8,740 － 0.2693 － 

 2003 年 2 月末日 8,562 － 0.2668 － 

 2003 年 3 月末日 8,822 － 0.2786 － 

 2003 年 4 月末日 9,417 － 0.3054 － 

 2003 年 5 月末日 9,743 － 0.3189 － 

 2003 年 6 月末日 10,229 － 0.3288 － 

 2003 年 7 月末日 10,165 － 0.3324 － 

 2003 年 8 月末日 10,641 － 0.3505 － 

 2003 年 9 月末日 10,344 － 0.3439 － 

 2003 年 10 月末日 10,923 － 0.3709 － 

 2003 年 11 月末日 10,424 － 0.3676 － 

 2003 年 12 月末日 10,678 － 0.3829 － 
(注) 表中の末日とはその月の 終営業日を指します。 

 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）> 

 2003 年12 月 30 日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 

期 年月日 
純資産総額 

(百万円) 
(分配落) 

純資産総額 
(百万円) 
(分配付) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配落) 

1 口当たり純資産額
(円) 

(分配付) 
1 期 (2000 年 5 月 30 日) 36,039 36,039 0.9877 0.9877 
2 期 (2000 年 11 月 30 日) 17,945 17,945 0.8522 0.8522 
3 期 (2001 年 5 月 30 日) 18,944 18,944 0.7538 0.7538 
4 期 (2001 年 11 月 30 日) 13,681 13,681 0.5897 0.5897 
5 期 (2002 年 5 月 30 日) 10,425 10,425 0.4464 0.4464 
6 期 (2002 年 12 月 2 日) 9,121 9,121 0.4137 0.4137 
7 期 (2003 年 5 月 30 日) 8,012 8,012 0.4183 0.4183 
8 期 (2003 年 12 月 1 日) 9,104 9,104 0.4545 0.4545 

 2003 年 1 月末日 7,652 － 0.3536 － 
 2003 年 2 月末日 7,350 － 0.3471 － 
 2003 年 3 月末日 7,478 － 0.3702 － 
 2003 年 4 月末日 7,886 － 0.4043 － 
 2003 年 5 月末日 8,012 － 0.4183 － 
 2003 年 6 月末日 8,462 － 0.4370 － 
 2003 年 7 月末日 8,888 － 0.4443 － 
 2003 年 8 月末日 9,217 － 0.4575 － 
 2003 年 9 月末日 8,687 － 0.4266 － 
 2003 年 10 月末日 9,192 － 0.4514 － 
 2003 年 11 月末日 9,026 － 0.4506 － 
 2003 年 12 月末日 9,055 － 0.4603 － 

(注) 表中の末日とはその月の 終営業日を指します。 
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③ 収益率の推移 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）> 

 

期 計算期間 収益率（％） 

自 1999 年 11 月 29 日 
第 1 期 

至 2000 年 5 月 30 日 
△8.3 

自 2000 年 5 月 31 日 
第 2 期 

至 2000 年 11 月 30 日 
△20.9 

自 2000 年 12 月 1 日 
第 3 期 

至 2001 年 5 月 30 日 
△20.2 

自 2001 年 5 月 31 日 
第 4 期 

至 2001 年 11 月 30 日 
△25.1 

自 2001 年 12 月 1 日 
第 5 期 

至 2002 年 5 月 30 日 
△24.6 

自 2002 年 5 月 31 日 
第 6 期 

至 2002 年 12 月 2 日 
△6.6 

自 2002 年 12 月 3 日 
第 7 期 

至 2003 年 5 月 30 日 
4.2 

自 2003 年 5 月 31 日 
第 8 期 

至 2003 年 12 月 1 日 
15.7 

 

 

 

<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）> 

 

期 計算期間 収益率（％） 

自 1999 年 11 月 29 日 
第 1 期 

至 2000 年 5 月 30 日 
△1.2 

自 2000 年 5 月 31 日 
第 2 期 

至 2000 年 11 月 30 日 
△13.7 

自 2000 年 12 月 1 日 
第 3 期 

至 2001 年 5 月 30 日 
△11.5 

自 2001 年 5 月 31 日 
第 4 期 

至 2001 年 11 月 30 日 
△21.8 

自 2001 年 12 月 1 日 
第 5 期 

至 2002 年 5 月 30 日 
△24.3 

自 2002 年 5 月 31 日 
第 6 期 

至 2002 年 12 月 2 日 
△7.3 

自 2002 年 12 月 3 日 
第 7 期 

至 2003 年 5 月 30 日 
1.1 

自 2003 年 5 月 31 日 
第 8 期 

至 2003 年 12 月 1 日 
8.7 
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１５． その他    

 

1. 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。 

2. 1 または複数の内容の要約仮目論見書を使用します。 

有価証券届出書添付書類を、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 12 条第

1 項第 1 号ロに規定する書類(以下｢要約仮目論見書｣といいます。ただし、有価証券届出書に

よる届出が効力を生じた後に使用される場合は｢要約目論見書｣という表題が用いられることがあ

ります。)として、以下の記載に従い使用します。 

(a) 要約仮目論見書は、チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール(ハガキ、封書用)、電

子媒体として使用される他、新聞、雑誌、書籍およびインターネット等に掲載されることがあ

ります。 

(b) 要約仮目論見書は、使用形態によって字体、レイアウト、用紙および印刷の色、デザイン

等が変更されることがあります。また、別紙に表示するとおりまたはその他委託会社および

取扱販売会社の名称およびロゴ、本ファンドのロゴ、写真、イラスト、見出しおよびキャッチ・

コピーを付加して使用されることがあります。 

 要約仮目論見書の表紙に以下のような文言を記載することがあります。 

｢投資信託をご購入の際の注意事項 

・ お申込みの際は必ず｢目論見書｣をご覧ください。 

・ 本ファンドは株式など値動きのある証券 (外国証券には為替のリスクもあります。)に

投資し、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありま

せん。 

・ 投資信託は、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・ 証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払

対象ではありません。 

・ 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこと

になります。｣ 

(c) 有価証券届出書本文第一部｢証券情報｣および第二部｢ファンド情報｣第 1｢ファンドの状

況｣の主要内容を要約し、｢お申込メモ｣、｢本ファンドの概要｣、｢ご投資の手引き｣および

｢費用と税金｣として、要約仮目論見書に記載することがあります。また、有価証券届出書

本文第三部「特別情報」の主要内容を要約し、要約仮目論見書に記載することがありま

す。 

(d) 要約仮目論見書に以下の趣旨の文章または文言の全部または一部を記載することがあり

ます。 

・ インターネット・ビジネスへの投資 

・ ゴールドマン・サックスの独自アプローチ 

・ インターネットが成長すると、誰がもうかる？ 
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Who will benefit from the Internet growth? 

・ インターネットが成長すると、どの会社がもうかる？ 

Which companies will benefit from the Internet growth? 

・ ｢インターネット・トールキーパー｣企業の発見 

Discovering the Internet Tollkeepers. 

(e) 要約仮目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを

示す文言または記号を用いることがあります。 

(f) メモ欄として罫線を記載した頁を設けることがあります。 

(g) 社長のごあいさつ(言及されるデータは適宜更新されます。)を記載することがあります。 

(h) 本ファンドまたはマザーファンドの保有証券と運用状況に関する情報として、上位組入銘柄

(業種・セクター、主要取引市場、組入比率、組入数、組入額、格付を含みます。)、投資

対象の資産別構成比、投資国別構成比、業種・セクター別構成比、市場別構成比、株

式および先物の合計に基づく組入割合の表示によるポートフォリオ構成、通貨、為替予約

の状況ならびにそれらの推移等に関する説明を、文章、数値、グラフで表示することがあり

ます。また、直近の基準価額、純資産総額等を表示することがあります（表示されるデータ

は適宜更新されます。）。なお、セクターの記載に関しては、本ファンドの運用チーム独自の

分類を用いることがあります。 

 また、大要次のような文言を付記することがあります。｢本ファンドの受益証券の価額は、本

ファンドに組入れられる有価証券等(外貨建ての有価証券等や為替取引には為替リスクも

あります｡)の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆

様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。受益証券の取得を希望

される方は、目論見書をお読みください。過去の実績に関する数値・データは将来の結果

をお約束するものではありません。組入銘柄、セクター別構成比、市場別構成比、ポート

フォリオ構成等は本書各基準日現在の情報であり、変動します。騰落率は実際の投資家

利回りとは異なります。本書は個別銘柄ないし特定の運用戦略を推奨するものではありま

せん。｣ 

(i) 運用実績として基準価額(税引き前分配金込みもしくは分配金落ち後またはその双方 )お

よび過去の分配実績 (各月および年率換算ならびに再投資の状況を含みます。)の推移、

年換算利回り、銘柄構成、設定来または直近 1 週間、1 か月、3 か月、6 か月、1 年、1

年半、2 年、3 年の騰落率等を数値またはグラフで表示することがあります（表示されるデー

タは適宜更新されます。）。 

(j) 要約仮目論見書は有価証券届出書の効力発生後に使用します。効力発生日は決定し

次第記載します。 

    

 

 



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）投資信託用語集（１）

委託会社（いたくがいしゃ）

ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社（運用会社）を指します。

運用報告書（うんようほうこくしょ）

ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の定めに

よって、ファンドの決算時（年2回以上決算があるファンドについては年2回）および償還時に委託会社（運用

会社）が作成し、取扱販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、

投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。

解約価額（かいやくかがく）

途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファ

ンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンド

では基準価額と同じ価額となります。

→「信託財産留保額」

株式投資信託（かぶしきとうししんたく）

投資信託の分類の一つです。一般的には株式を主な投資対象とするファンドを指しますが、約款上で株

式を少しでも組入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。したがって、主に公社債に投

資するファンドであっても、株式投資信託に分類される場合があります。

→「国際株式型（北米型）」

為替ヘッジ（かわせヘッジ）

外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為をいいます。

為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまたはプレミ

アムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受することはできなくなりま

す。

基準価額（きじゅんかがく）

ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、

日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは1

万口当たりの価額で表示されます。



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）投資信託用語集（２）

国際株式型（北米型）

社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類で、株式投資信託に属するファンドの中で、株式

の組入れ限度が70％以上で、主として北米の株式に投資するものです。

受託銀行（じゅたくぎんこう）

ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。

信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）

運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を保有される

受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入れられます。

信託報酬（しんたくほうしゅう）

信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、

日々の純資産総額に対して定率で差引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収

益分配金や償還金の支払等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが

含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。

取扱販売会社（とりあつかいはんばいがいしゃ）

主にファンドの募集・販売の取扱い、解約請求の受付、分配金・償還金・解約金の支払いなどを行う金融

機関を指します。

ベンチマーク

ファンド運用の目標となる指標であり、ファンドの投資対象を勘案して設定されます。日本株式に投資するファ

ンドであれば、TOPIX（東証株価指数）や日経平均株価指数などが基準となります。アクティブ型ファンドの

場合はベンチマークを上回る投資成果を目指し、インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動を目指

します。

ファミリーファンド方式

投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な

運用を行う仕組みをいいます。



＜信託約款 A コース＞ 

信託約款 

 

追加型証券投資信託 

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド 

Ａコース(為替ヘッジあり) 

 

運用の基本方針 

 

 

 約款第 21 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド受益証券を主

要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 主として netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド受

益証券に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環

境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 

② 実質外貨建資産については対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る

ことを基本とします。 

③ 投資状況に応じ、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザー

ファンドと同様の運用を行うこともあります。 

④ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができな

い場合があります。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、

有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら

びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価

証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係

る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引 (以下｢有価証券先物

取引等｣といいます。)を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
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よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異

なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下｢スワップ取

引｣といいます。)を行うことができます。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

ができます。 

⑧ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において

一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借り入れを行うことがで

き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることができます。 

⑨ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式 (その指数先物が含ま

れます。)の運用の指図に関する権限を委託します。 

(3) 投資制限 

① 株式への投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の 10％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑦ 投資信託証券(netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファ

ンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

⑧ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項

第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において信託

財産の純資産総額の 10％以下とします。 

 

3. 収益分配方針 

 年 2 回決算を行い、毎計算期末(毎年 5 月 30 日および 11 月 30 日。ただし、休業日の場

合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針と

します。 

② 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益 (評価損益も含みま

す。)等の範囲内とします。 

③ 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基準価額

水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が元本を下

回る場合においても分配を行うことがあります。 
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④ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基

本方針に基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド 

Ａコース(為替ヘッジあり) 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会

社を委託者とし、ユーエフジェイ信託銀行株式会社を受託者とします。 

 

(信託事務の委託) 

第 1 条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処

理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規

定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委

託することができます。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 30 億～5,000 億円1を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託

者はこれを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することが

できます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付しま

す。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 55 条第 7 項、第 56 条第 1 項、第 57

条、第 58 条第 1 項または第 60 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約

解約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  委託者は、この信託について、証券取引法第 2 条第 3 項第1 号に掲げる募集を行い

                         
1 5,000 億円を上限とします。ただし、30 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがありま

す。 
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ます。 

②  この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関す

る法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証

券取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については、30 億～5,000 億口2に、追加信託

によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

③  前項の規定により受益権の再分割を行った場合には、委託者はその旨を遅滞なく受益

者に対して公告します。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。追加信託金は、追加信

託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益証券の口数を乗じ

た額とします。 

②  この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券

および第 27 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信

託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額(以下｢純資産総額｣といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額を

いいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣とい

います。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわ

が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③  第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

                         
2 5,000 億口を上限とし、第 2 条の信託金を 1 口 1 円で計算した口数とします。 
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(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を

発行します。 

②  委託者が発行する受益証券は、１万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券

および１億口券の 5 種類ならびに 1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこ

の信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印すること

によって行います。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をい

い、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。

以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金

融機関をいいます。以下同じ。)は、第 10 条の規定により発行された受益証券を、その

取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって売却することができるものとします。

ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める netWIN ゴール

ドマン・サックス・インターネット戦略ファンド自動けいぞく投資約款 (別の名称で同様の権

利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約 (以下｢別に定める契約｣といいま

す。)を結んだ取得申込者に限り、1 万円(またはこれを超えて当該証券会社もしくは登録

金融機関が別途定める金額)以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じることができる

ものとします。なお、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合

は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 52 条第 2 項に規定する収

益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。 

②  前項の受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準

価額に 3.0％を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める率

を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税 (以下｢消

費税等｣といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。 

③  前 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。そ

の場合の受益証券の売却価額は、原則として第 46 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

④  第 2 項の規定にかかわらず、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

Ｂコース(為替ヘッジなし)の受益者が当該信託の受益証券の一部解約金をもって取得

申込をする場合の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、
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かかる取得申込のなされる委託者の指定する証券会社または登録金融機関が事前に

委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の

適用はありません。 

⑤  第 1 項の規定にかかわらず、別に定める契約を結んだ受益者が、前項の規定により、

その有する受益証券の全部についての一部解約金をもって取得申込みをする場合は、

委託者の指定する証券会社は 1 万円未満でも応ずることができるものとします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証

券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュー

ターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、

計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると

委託者が判断したときは、受益証券の取得申込みの受付を中止することおよびすでに

受付けた取得申込みを取消すことができます。 

 

 (受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続) 

第 13 条  委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益

証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名

式の受益証券を交付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に

請求することができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 46 条に規定する毎計算期間の末日の翌

日から 15 日間停止します。 

 

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 

第 14 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

 

(無記名式の受益証券の再交付) 

第 15 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告に

よる除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、無記

名式の受益証券を再交付します。 

 

(記名式の受益証券の再交付) 

第 16 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再

交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 17 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え再交付を請
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求したときは、委託者の定める手続により受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別

しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 18 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができ

ます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第18条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産 (｢特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第

2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 有価証券指数等先物取引に係る権利 

ﾊ. 有価証券オプション取引に係る権利 

ﾆ. 外国市場証券先物取引に係る権利 

ﾎ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

ﾍ. 金銭債権 

ﾄ. 約束手形(証券取引法第 2 条第1 項第 8 号に掲げるものを除きます。) 

ﾁ. 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定され

た数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて

算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資

信託及び投資法人に関する法律施行規則第 4 条各号に規定するもののう

ち、次に掲げるもの 

a. 金利先渡取引に係る権利 

b. 為替先渡取引に係る権利 

c. 為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

ﾘ. 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係

る権利 

ﾛ. 為替手形 

ﾊ. 抵当証券 

 

(運用の指図範囲等) 

第 19 条  委託者(第 22 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を

含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主として netWIN ゴールドマ

ン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)の



＜信託約款 A コース＞ 

受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 (以下

｢分離型新株引受権付社債券｣といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 

6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定め

るものをいいます。) 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1

項第 5 号で定めるものをいいます。) 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書

(証券取引法第 2 条第1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。) 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で

定めるものをいいます。) 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。

以下同じ。)および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の

性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で

定めるものをいいます。) 

14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定める

ものをいいます。) 

15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもの

をいいます。) 

16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で

定めるものをいいます。) 

17. 預託証書(証券取引法第 2 条第1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。) 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいま

す。) 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第

1 号の証券または証書の性質を有するものを以下｢株式｣といい、第 2 号から第 6 号まで

の証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号まで

の証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、第 13 号の証券および第 14 号の証
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券を以下｢投資信託証券｣といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運

用することを指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる

金融商品により運用することの指図ができます。 

④  委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)

の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100

分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥  前 3 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託

証券、株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

 

(信託財産相互間取引等) 

第 20 条  委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図

することができます。 

1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引 

2. 信託財産と(ⅰ)委託者の利害関係人等である投資顧問業者の営む投資顧問業

に係る顧客または(ⅱ)かかる投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客と

の間の取引 

 

(運用の基本方針) 

第 21 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ

の指図を行います。 
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(運用の権限委託) 

第 22 条  委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商  号： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

所 在 地：  アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 

委託内容： 株式(その指数先物が含まれます。)の運用 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づき当事者間で支

払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、

この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重

大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者

は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することがで

きます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第 23 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、

証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる

市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割

当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券

については、この限りではありません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ

いては委託者が投資することを指図することができるものとします。 

 

(同一銘柄の株式等への投資制限) 

第 24 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を

しません。 

②  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券

および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 

③  前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式ま

たは当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 
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(信用取引の指図および範囲) 

第 25 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しま

たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産

総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の空売りの指図および範囲) 

第 26 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信

託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付

の決済については、公社債 (信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡し

または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価の総額が

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の借入れの指図および範囲) 

第 27 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ

とができます。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価の総額が

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。 

④  第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

 

(先物取引等の運用指図) 

第 28 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。 
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②  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動

リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の

取引所等における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること

ができます。 

③  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション

取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす

ることができます。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第 29 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異

なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下｢スワップ取引｣と

いいます。)を行うことの指図をすることができます。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が

可能なものについてはこの限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う

ものとします。 

 

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 

第 30 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う

ことの指図をすることができます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則

として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託

期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担

保の受入れの指図を行うものとします。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第 31 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予

約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの
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時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社

債のうち商法第 341 条ノ 3 第1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の

10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

②  前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社

債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の

定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(有価証券の貸付の指図および範囲) 

第 32 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公

社債につき次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第 33 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要

と認められる場合には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の運用指図) 

第 34 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨

建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予

約を指図することができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建

資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するために

する当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を
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するものとします。 

④  第 1 項および第 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する

マザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(保管業務の委任) 

第 35 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に

は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 36 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預

託し保管させることができます。 

②  受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係

法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。 

 

(混蔵寄託) 

第 37 条  金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨

で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー

シャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

第 38 条  ［削除］ 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 39 条  信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託者または受託

者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 40 条  委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約

の請求および有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 41 条  委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還

金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他

の収入金を再投資することの指図ができます。 
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(資金の借入れ) 

第 42 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産

において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすること

ができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができ

ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

②  前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取り

の確定している資金の額の範囲内。 

2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金

の不足額の範囲内。 

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％以内。 

③  第 1 項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。 

 

(担保権設定にかかる確認的規定) 

第 43 条  委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産に

おける特定の資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡

取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を

担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定（現金を預託して相殺権を

与えることを含みます。）の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権

の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登

録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。 

②  担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 44 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者

に帰属します。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第 45 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある

場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に

かかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額

を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産

に繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつ
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ど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 46 条  この信託の計算期間は、毎年 5 月 31 日から 11 月 30 日および 12 月 1 日から翌年

5 月 30 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は 1999 年11 月 29 日か

ら 2000 年 5 月 30 日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のと

き、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に も近い日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 47 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し

て、これを委託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 48 条  信託事務の処理等に要する諸費用 (監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印

刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、

受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁

します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立

替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報

酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を信託財産のた

めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、

現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上

限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わり

に、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわら

ず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託

財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範

囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項おいて諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、

第 46 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され

ます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 
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⑤  第1項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた

諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に

関連して生じたと認めるものを含みます。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 49 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 46 条に規定する計算期間を通じて毎

日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の190 の率を乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの

とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信

託財産中から支弁します。 

 

(収益の分配) 

第 50 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払

利息を控除した額 (以下｢配当等収益｣といいます。)は、諸経費、信託報酬および

当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者

に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額 (以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、

繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

第 51 条 [削除] 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 

第 52 条  収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から収益

分配金交付票と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて

受益者に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益

者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金

を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の

指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投

資にかかる受益証券の売付けを行います。 
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③  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者がその有する受益証券

の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金

の再投資にかかる受益証券の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都

度受益者に支払うことができます。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいい

ます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から受益証券と

引換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払いま

す。 

⑤  一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として 5

営業日目から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払

います。 

⑥  前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指

定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定め

る受益者への支払については、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対する

支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償

還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額 (および委託者が一定期間経過後

当該証券会社または登録金融機関より回収した金額があればその金額 )を除き、受益

者の計算に属する金銭となるものとします。 

⑥の2  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1

項の場合には収益分配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益証券に、記

名し届出印を押捺するものとします。 

⑧  委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認め

て収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その

他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

⑨  この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録

金融機関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合

には、委託者は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 53 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間そ

の支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 4 項に規定

する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者

が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
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(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責 ) 

第 54 条  受託者は、収益分配金については第 52 条第1 項に規定する支払開始日の前日およ

び第 52 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金については第 52 条第 4 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 52 条第 5 項に規定する

支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第 55 条  受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約に

かかる受益証券については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一

部を解約します。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場

合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

③  第 1 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額か

ら当該基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額と

します。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会

社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 

⑤  委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な

い事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不

能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含み

ます。)があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび

すでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合またはすでに受付けた一

部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留

以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一

部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当

該受付中止または請求保留を解除した後の 初の基準価額の計算日を一部解約の

実行の請求日として第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の総口数

が 30 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届

け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に

対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 
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⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれを準用します。この場合にお

いて、次条第 4 項中｢第1 項｣とあるのは｢第 55 条第 7 項｣と読み替えます。 

 

(信託契約の解約) 

第 56 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この

信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま

す。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の解約をしません。 

⑤  委託者は、この信託約款の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が

生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の

交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 57 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 61

条の規定にしたがいます。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 58 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 61 条第 4 項に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 
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(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 59 条  委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する営業を譲渡することがあります。 

② ② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 60 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

者は第 61 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

③  委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め

るときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いにつ

いては、前 2 項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。 

1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開

始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたと

き。 

4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

5. その他委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者

による信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認め

られるとき。 

④  本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委

託者が本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任

することが不可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者

を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者

の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任さ

れなかった受託者または選任された新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託

者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意であった

場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

 

(信託約款の変更) 

第 61 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があるときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
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しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま

す。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

 

(反対者の買取請求権) 

第61条の2 第56条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場

合において、第56条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託者に

対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 

 

(公  告) 

第 62 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 63 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定め

ます。 

 

(付  則) 

第 64 条  第 52 条第 6 項の 2 に規定する｢収益調整金｣は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。また、同条同項に規定する｢各受益者毎の信託時の受益証券の価額等｣とは、

原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、2000 年 3 月 30

日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する

2000 年 3 月 31 日の平均信託金（信託金総額を総口数で除して得た額）とみなすもの

とします。 
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 上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

  信託契約締結日  1999 年11 月 29 日 

 

 

委託者 ゴールドマン・サックス・アセット･マネジメント株式会社 

 

 

受託者 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 
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信託約款 

 

追加型証券投資信託 

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド 

Ｂコース(為替ヘッジなし) 

 

運用の基本方針 

 

 

 約款第 21 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド受益証券を主

要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 主として netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド受

益証券に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環

境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 

② 実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 

③ 投資状況に応じ、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザー

ファンドと同様の運用を行うこともあります。 

④ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができな

い場合があります。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、

有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら

びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価

証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係

る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引 (以下｢有価証券先物

取引等｣といいます。)を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異
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なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下｢スワップ取

引｣といいます。)を行うことができます。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお

よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

ができます。 

⑧ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において

一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借り入れを行うことがで

き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることができます。 

⑨ ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・エル・ピーに株式 (その指数先物が含

まれます。)の運用の指図に関する権限を委託します。 

(3) 投資制限 

① 株式への投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の 10％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑦ 投資信託証券(netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファ

ンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1

項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において信

託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

 

3. 収益分配方針 

 年 2 回決算を行い、毎計算期末(毎年 5 月 30 日および 11 月 30 日。ただし、休業日の場

合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針と

します。 

② 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益 (評価損益も含みま

す。)等の範囲内とします。 

③ 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基準価額

水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が元本を下

回る場合においても分配を行うことがあります。 

④ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基
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本方針に基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド 

Ｂコース(為替ヘッジなし) 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会

社を委託者とし、ユーエフジェイ信託銀行株式会社を受託者とします。 

 

(信託事務の委託) 

第 1 条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処

理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規

定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを

委託することができます。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 30 億～5,000 億円1を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託

者はこれを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することが

できます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付しま

す。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 55 条第 7 項、第 56 条第 1 項、第 57

条、第 58 条第 1 項または第 60 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約

解約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  委託者は、この信託について、証券取引法第 2 条第 3 項第1 号に掲げる募集を行い

                         
1 5,000 億円を上限とします。ただし、30 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがありま

す。 
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ます。 

②  この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関す

る法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証

券取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については、30 億～5,000 億口2に、追加信託

によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、

それぞれ均等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

③  前項の規定により受益権の再分割を行った場合には、委託者はその旨を遅滞なく受益

者に対して公告します。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。追加信託金は、追加信

託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益証券の口数を乗じ

た額とします。 

②  この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券

および第 27 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信

託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額(以下｢純資産総額｣といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額を

いいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣とい

います。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわ

が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③  第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

                         
2 5,000 億口を上限とし、第 2 条の信託金を 1 口 1 円で計算した口数とします。 
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(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を

発行します。 

②  委託者が発行する受益証券は、１万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券

および１億口券の 5 種類ならびに 1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこ

の信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印すること

によって行います。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をい

い、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。

以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金

融機関をいいます。以下同じ。)は、第 10 条の規定により発行された受益証券を、その

取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって売却することができるものとします。

ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める netWIN ゴール

ドマン・サックス・インターネット戦略ファンド自動けいぞく投資約款 (別の名称で同様の権

利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約 (以下｢別に定める契約｣といいま

す。)を結んだ取得申込者に限り、1 万円(またはこれを超えて当該証券会社もしくは登録

金融機関が別途定める金額)以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じることができる

ものとします。なお、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合

は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 52 条第 2 項に規定する収

益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。 

②  前項の受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準

価額に 3.0％を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める率

を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下｢消

費税等｣といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。 

③  前 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。そ

の場合の受益証券の売却価額は、原則として第 46 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

④  第 2 項の規定にかかわらず、netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

Ａコース(為替ヘッジあり )の受益者が当該信託の受益証券の一部解約金をもって取得

申込をする場合の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、
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かかる取得申込のなされる委託者の指定する証券会社または登録金融機関が事前に

委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の

適用はありません。 

⑤  第 1 項の規定にかかわらず、別に定める契約を結んだ受益者が、前項の規定により、

その有する受益証券の全部についての一部解約金をもって取得申込みをする場合は、

委託者の指定する証券会社は 1 万円未満でも応ずることができるものとします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情 (コン

ピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった

場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)が

あると委託者が判断したときは、受益証券の取得申込みの受付を中止することおよびす

でに受付けた取得申込みを取消すことができます。 

 

(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続) 

第 13 条  委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益

証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名

式の受益証券を交付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に

請求することができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 46 条に規定する毎計算期間の末日の翌

日から 15 日間停止します。 

 

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 

第 14 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

 

(無記名式の受益証券の再交付) 

第 15 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告に

よる除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、無記

名式の受益証券を再交付します。 

 

(記名式の受益証券の再交付) 

第 16 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再

交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 17 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え再交付を請
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求したときは、委託者の定める手続により受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別

しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 18 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができ

ます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第18条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産 (｢特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第

2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 有価証券指数等先物取引に係る権利 

ﾊ. 有価証券オプション取引に係る権利 

ﾆ. 外国市場証券先物取引に係る権利 

ﾎ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

ﾍ. 金銭債権 

ﾄ. 約束手形(証券取引法第 2 条第1 項第 8 号に掲げるものを除きます。) 

ﾁ. 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定され

た数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて

算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資

信託及び投資法人に関する法律施行規則第 4 条各号に規定するもののう

ち、次に掲げるもの 

a. 金利先渡取引に係る権利 

b. 為替先渡取引に係る権利 

c. 為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

ﾘ. 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係

る権利 

ﾛ. 為替手形 

ﾊ. 抵当証券 

 

(運用の指図範囲等) 

第 19 条  委託者(第 22 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を

含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主として netWIN ゴールドマ

ン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)の
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受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 (以下

｢分離型新株引受権付社債券｣といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 

6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定め

るものをいいます。) 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1

項第 5 号で定めるものをいいます。) 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書

(証券取引法第 2 条第1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。) 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で

定めるものをいいます。) 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。

以下同じ。)および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の

性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で

定めるものをいいます。) 

14. 投資証券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定める

ものをいいます。) 

15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもの

をいいます。) 

16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で

定めるものをいいます。) 

17. 預託証書(証券取引法第 2 条第1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。) 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいま

す。) 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第

1 号の証券または証書の性質を有するものを以下｢株式｣といい、第 2 号から第 6 号まで

の証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号まで

の証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、第 13 号の証券および第 14 号の証
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券を以下｢投資信託証券｣といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運

用することを指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる

金融商品により運用することの指図ができます。 

④  委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)

の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100

分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥  前 3 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託

証券、株式または新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

 

(信託財産相互間取引等) 

第 20 条  委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図

することができます。 

1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引 

2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等である投資顧問業者の営む投資顧問業に

係る顧客または(ii)かかる投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客との

間の取引 

 

(運用の基本方針) 

第 21 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ

の指図を行います。 
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(運用の権限委託) 

第 22 条  委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商  号： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

所 在 地：  アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 

委託内容： 株式(その指数先物が含まれます。)の運用 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づき当事者間で支

払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、

この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重

大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者

は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することがで

きます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第 23 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、

証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる

市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割

当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券

については、この限りではありません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ

いては委託者が投資することを指図することができるものとします。 

 

(同一銘柄の株式等への投資制限) 

第 24 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を

しません。 

②  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券

および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 

③  前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式ま

たは当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 
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(信用取引の指図および範囲) 

第 25 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しま

たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産

総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にかかる建玉の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の空売りの指図および範囲) 

第 26 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信

託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付

の決済については、公社債 (信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡し

または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価の総額が

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の借入れの指図および範囲) 

第 27 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ

とができます。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価の総額が

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。 

④  第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

 

(先物取引等の運用指図) 

第 28 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。 
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②  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動

リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の

取引所等における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること

ができます。 

③  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション

取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす

ることができます。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第 29 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異

なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下｢スワップ取引｣と

いいます。)を行うことの指図をすることができます。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が

可能なものについてはこの限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う

ものとします。 

 

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 

第 30 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動

リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う

ことの指図をすることができます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則

として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託

期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担

保の受入れの指図を行うものとします。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第 31 条  委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予

約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの
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時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社

債のうち商法第 341 条ノ 3 第1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の

10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

②  前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社

債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の

定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(有価証券の貸付の指図および範囲) 

第 32 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公

社債につき次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第 33 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要

と認められる場合には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の運用指図) 

第 34 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨

建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予

約を指図することができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建

資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するために

する当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を
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するものとします。 

④  第 1 項および第 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する

マザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(保管業務の委任) 

第 35 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に

は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 36 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預

託し保管させることができます。 

②  受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係

法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。 

 

(混蔵寄託) 

第 37 条  金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨

で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー

シャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

第 38 条  ［削除］ 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 39 条  信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託者または受託

者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 40 条  委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約

の請求および有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 41 条  委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還

金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他

の収入金を再投資することの指図ができます。 
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(資金の借入れ) 

第 42 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産

において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすること

ができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができ

ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

②  前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取り

の確定している資金の額の範囲内。 

2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金

の不足額の範囲内。 

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％以内。 

③  第 1 項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。 

 

(担保権設定にかかる確認的規定) 

第 43 条  委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産に

おける特定の資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡

取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を

担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与

えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の

効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登

録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。 

②  担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 44 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者

に帰属します。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第 45 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある

場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に

かかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額

を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産

に繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつ
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ど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 46 条  この信託の計算期間は、毎年 5 月 31 日から 11 月 30 日および 12 月 1 日から翌年

5 月 30 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は 1999 年11 月 29 日か

ら 2000 年 5 月 30 日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のと

き、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に も近い日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 47 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し

て、これを委託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 48 条  信託事務の処理等に要する諸費用 (監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印

刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、

受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁

します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立

替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報

酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を信託財産のた

めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、

現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上

限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わり

に、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわら

ず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託

財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範

囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項おいて諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、

第 46 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され

ます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 
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⑤  第1項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた

諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に

関連して生じたと認めるものを含みます。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 49 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 46 条に規定する計算期間を通じて毎

日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の190 の率を乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの

とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信

託財産中から支弁します。 

 

(収益の分配) 

第 50 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払

利息を控除した額 (以下｢配当等収益｣といいます。)は、諸経費、信託報酬および

当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者

に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額 (以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、

繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

第 51 条 [削除] 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 

第 52 条  収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から収益

分配金交付票と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて

受益者に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益

者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金

を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の

指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投

資にかかる受益証券の売付けを行います。 
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③  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者がその有する受益証券

の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金

の再投資にかかる受益証券の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の都

度受益者に支払うことができます。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいい

ます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から受益証券と

引換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払いま

す。 

⑤  一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として 5

営業日目から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払

います。 

⑥  前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指

定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定め

る受益者への支払については、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対する

支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償

還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額 (および委託者が一定期間経過後

当該証券会社または登録金融機関より回収した金額があればその金額 )を除き、受益

者の計算に属する金銭となるものとします。 

⑥の2  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1

項の場合には収益分配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益証券に、記

名し届出印を押捺するものとします。 

⑧  委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認め

て収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その

他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

⑨  この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録

金融機関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合

には、委託者は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 53 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間そ

の支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 4 項に規定

する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者

が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
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(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責 ) 

第 54 条  受託者は、収益分配金については第 52 条第1 項に規定する支払開始日の前日およ

び第 52 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金については第 52 条第 4 項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 52 条第 5 項に規定する

支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第 55 条  受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約に

かかる受益証券については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一

部を解約します。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場

合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。 

③  第 1 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額か

ら当該基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額と

します。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会

社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 

⑤  委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な

い事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不

能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含み

ます。)があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび

すでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合またはすでに受付けた一

部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留

以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一

部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当

該受付中止または請求保留を解除した後の 初の基準価額の計算日を一部解約の

実行の請求日として第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の総口数

が 30 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届

け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に

対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 
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⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれを準用します。この場合にお

いて、次条第 4 項中｢第1 項｣とあるのは｢第 55 条第 7 項｣と読み替えます。 

 

(信託契約の解約) 

第 56 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この

信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま

す。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の解約をしません。 

⑤  委託者は、この信託約款の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が

生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の

交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 57 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 61

条の規定にしたがいます。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 58 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 61 条第 4 項に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 
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(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 59 条  委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する営業を譲渡することがあります。 

②  委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 60 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

者は第 61 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

③  委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め

るときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いにつ

いては、前 2 項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。 

1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開

始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたと

き。 

4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

5. その他委託者の合理的な判断において、受託者の信用力が著しく低下し、委託者

による信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認め

られるとき。 

④  本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委

託者が本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任

することが不可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者

を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者

の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任さ

れなかった受託者または選任された新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託

者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意であった

場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

 

(信託約款の変更) 

第 61 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があるときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
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しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対してを交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま

す。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

 

(反対者の買取請求権) 

第61条の2 第56条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場

合において、第56条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を

述べた受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託者に

対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 

 

(公  告) 

第 62 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 63 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定め

ます。 

 

(付  則) 

第 64 条  第 52 条第 6 項の 2 に規定する｢収益調整金｣は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。また、同条同項に規定する｢各受益者毎の信託時の受益証券の価額等｣とは、

原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、2000 年 3 月 30

日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する

2000 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものと

します。 



＜信託約款 B コース＞ 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

  信託契約締結日  1999 年11 月 29 日 

 

 

委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

 

受託者 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 

  

 



netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド�

インターネット・ビジネスへの投資�
ゴールドマン・サックスの独自アプローチ�
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